


 

は し が き 

 

 固定資産税は、市町村財政における基幹税目として重要な役割を果たしてきてお

りますが、課税情報の公開の促進等を背景に、固定資産税制度や資産評価に対する

納税者の関心は、ますます高まっております。 

 当評価センターは、昭和５３年５月設立以来、固定資産税に関する調査研究、地

方団体職員に対する研修、情報の収集・提供等の業務を行い、今年度は皆様のお力

添えにより、創立３０周年を迎えることができました。 

調査研究事業では、その時々の固定資産税を巡る諸課題をテーマに学識経験者、

地方団体の関係者等をもって構成する研究委員会を設け調査研究を行っております

が、本年度は４つの調査研究委員会において固定資産税制度、固定資産評価制度等

に関して、専門的な調査研究を行って参りました。 

このうち、地方税における資産課税のあり方に関する調査研究委員会においては、

土地に対する税負担の調整措置のあり方、償却資産の課税のあり方、諸外国におけ

る資産課税の現状について検討するとともに、中長期的観点から、今後の固定資産

税のあり方について幅広く調査研究を行ってきました。 

この度、当委員会の調査研究の成果をとりまとめ、ここに研究報告書として公表

する運びとなりました。この機会に熱心にご研究、ご審議いただいた委員の方々に

対し、心から感謝申し上げます。 

当評価センターは、今後とも、所期の目的にそって、事業内容の充実を図るとと

もに、地方団体等に役立つ調査研究に努力をいたす所存でありますので、地方団体

をはじめ関係団体の皆様のなお一層のご指導、ご支援をお願い申し上げます。 

  

 

平成２１年３月 

 

                                    財団法人資産評価システム研究センター 

                                    理 事 長     堤    新 二 郎 
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地方税における資産課税のあり方に関する調査研究委員会 

【審 議 経 過】 

○第 1 回〔平成２０年７月１０日（木）〕 

  （議題）（１）平成２０年度調査研究テーマ・スケジュール 

      （２）平成２１年度評価替えに向けた負担調整措置のあり方 

（３）我が国及び諸外国における償却資産課税の現状 

 

○第２回〔平成２０年１０月２日（木）〕 

（議題）（１）韓国における資産課税の現状について（大韓民国行政安全部人

事室年金福祉課書記官 朴 均朝氏プレゼンテーション） 

 

○第３回〔平成２１年２月５日（木）〕 

（議題）（１）フランスの職業税について（篠原委員プレゼンテーション） 

   

○第４回〔平成２１年３月２５日（水）〕 

（議題）（１）平成２１年度税制改正について 

      （２）船橋市における償却資産実地調査について（千葉県船橋市税務

部固定資産税課課長補佐 徳本 悟氏プレゼンテーション） 
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はじめに 

 

 本年度の当委員会は、土地の負担水準の均衡化の促進を目的とした負担調整措置のあり

方及び償却資産に対する課税のあり方をテーマとして調査研究を行うこととした。 

 まず、土地の負担水準の均衡化の促進を目的とした負担調整措置のあり方については、

今年度が評価替えであるため、現行の負担調整措置の見直しの必要性等について、最近の

地価動向等を踏まえ検討することとした。 

次に、固定資産税の償却資産に対する課税については、経済界等から、①国際的にも稀

な制度であり、わが国産業の国際競争力を削ぐ、②設備を多数所有する製造業等の特定の

業界に負担が偏重しており課税の公平性からの問題が多い、といった意見が出されている

ことも踏まえ、固定資産税の創設の経緯や償却資産への課税の意義について検討するとと

もに、諸外国の中で、フランスの職業税における償却資産課税の現状や課題等について、

本研究会のメンバーの篠原正博委員により調査を実施した。また、償却資産の調査に関し、

実際に調査を実施している実務者である千葉県船橋市税務部固定資産税課課長補佐の徳

本悟氏から、実地調査を行う上での課題や留意事項等について発表を受け、議論を行った。 

 さらに、諸外国の資産課税について、韓国の土地税制等も含めた現状について、大韓民

国行政安全部年金福祉課書記官の朴均朝氏から発表を受けながら議論を行った。 

 
 
第１ 土地に対する税負担の調整措置のあり方について 

 

１ 固定資産税収の動向 

  平成 20 年度の固定資産税収の動向であるが、土地・家屋・償却資産ともに増収を見

込んでいる。 

土地については、まだ地価が下落していることに伴い税額が減少する土地もあるが、

全国的にみると負担調整による上昇の方が若干上回っていることから、わずかながら増

収を見込んでいる。 

  家屋については、新・増築による増収を見込んでいる。 

  償却資産については、平成 20 年度はかなり大きな伸びを見込んでいる。これは平成

19 年中に新たに設備投資がされた部分が平成 20 年度から課税されることとなり、その

伸びが大きいと見込まれたので、やや大きめな税収の増額を見込んでいる。 
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２ 現行の負担調整措置の仕組み 

  平成 18 年度改正において、課税の公平及び制度の簡素化の観点から土地に係る負担

調整措置を現行の仕組みに大幅な見直しを行った。具体的には、商業地等の宅地につい

ては、負担水準が高い土地については評価額の 70％まで課税標準を引き下げ、負担水

準が 60％～70％であれば前年度課税標準に据置き、負担水準が 20％～60％であれば前

年度課税標準に評価額の５％を加える措置をとっている。ただし 60％が上限である。

そして、評価額に対する課税標準の割合が 20％を下回れば評価額の 20％までは上げる

という仕組みをとっている。また、税負担の上限について、条例で定める場合において、

60％～70％の範囲内で引き下げることができる条例減額制度がある。これらの措置は、

平成 18 年度～平成 20 年度までの措置となっている。 

  小規模住宅用地及び一般住宅用地についても、特例率が６分の１、３分の１とあって

全体が圧縮されているが、基本的な考え方としては同じような仕組みをとっている。た

だし、前年度の課税標準が据え置かれるゾーンが 80％～100％になっている点と条例減

額制度の適用がないという点に違いがある。 

 

 

 

 

 

年 度
H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20

(1993) (1994) (1995) (1996) (1997) (1998) (1999) (2000) (2001) (2002) (2003) (2004) (2005) (2006) (2007) (2008)

全 体 7.52 7.92 8.36 8.74 8.75 9.02 9.24 8.96 9.07 9.07 8.68 8.71 8.75 8.47 8.58 8.80 

（注） １ 平成１８年 度までは決算額、平 成１９年度 及び２０年度 は収入見込額 である。

２ 丸がついた年度は 、評価替え年度である。
３ 大規模償却資産 に係る道府県分は 含まれていない。

2.98 3.26 3.49 3.64 3.71 3.75 3.80 
3.75 3.73 3.62 3.55 

3.48 3.41 3.39 3.38 3.39 

2.95 
3.03 

3.22 
3.43 3.32 

3.51 
3.68 

3.47 

3.62 
3.76 

3.48 
3.62 

3.77 

3.47 3.57 
3.70 

1.59 
1.63 

1.65 
1.67 1.72 

1.75 
1.76 1.74 

1.72 1.69 
1.65 1.60 1.58 1.60 1.63 

1.71 

償却資産 家 屋 土 地

固定資産税収の動向

（単位：兆円）

家屋は評価替え年
度ごとに大きく減収
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３ 現行の負担水準の分布状況 

  平成 19 年度の課税標準額ベースで、商業地等については、引下げ又は据置きになっ

ている土地が 92.3％に達している。小規模住宅用地、一般住宅用地については、据置

きになっている土地が、それぞれ 84.6％、77.3％となっている。また、まだ据置きに

達していなくても、すぐ下の 70％～80％のゾーンがそれぞれ 11.7％、15.1％という大

きな割合となっているので、概ね今の制度下での均衡化は進んできていることがいえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％） （％） （％）
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0

100

80
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一般住宅用地
２００㎡～住宅の床
面積の10倍の部分

小規模住宅用地

２００㎡以下の部分

70

60

商業地等の宅地

　住宅用地以外の宅地

負担水準＝
当該年度の評価額

0

前年度課税標準額

20

100

当該年度の評価額×７０ ％

前年度課税標準額に据置き

負
担
水
準

前 年 度 課 税 標 準 額 に 据 置 き

（ 据 置年 度 の 下 落 修 正 措置 ）

地価の下落 が認め ら れる場合、

市 町村 は据 置 年度 に お い て も
評価額を下落修正することができる。

前 年 度 課 税 標 準 額 に 据 置 き

固 定 資 産 税 評 価 額

（ 地価 公 示価 格 等× ７ 割 ）

商業地等の宅地と住宅用地の課税のしくみ（平成18年度～平成20年度）

前年度課税標準額＋

評価額×５％＝〔Ａ〕

〔Ａ〕が評価額×60％を

上回る場合は60％

〔Ａ〕が評価額×20％を

下回る場合は20％
前年度課税標準額＋

評価額×１／６×５％＝〔Ａ〕

〔Ａ〕が評価額×1/6×80％を上回る場合は80％

前年度課税標準額＋

評価額×１／３×５％＝〔Ａ〕

〔Ａ〕が評価額×1/3×80％を上回る場合は80％

〔Ａ〕が評価額×1/3×20％を下回る場合は20％
〔Ａ〕が評価額×1/6×20％を下回る場合は20％

特 例 （1 /3 ）特 例（1 /6 ）

条
例

減
額
制
度

※１　平成19年度課税標準額／平成20年度評価見込み額による。（平成20年度評価変動割合調（法定免税点未満を含む。）による。）

※２　項目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100％とならない場合や計が一致しない場合がある。

0.0%
0 0 0

10 10 10
0.0% 0.0%

0.0%
20 20 20

0.0% 0.0% 0.0%

0.1%
30 30 30

0.0% 0.0%

0.3%
40 40 40

0.2% 0.0%

1.8%
50 50 50

1.0% 0.1%

5.4%
60 60 60

6.4% 0.9%

70 70 70
（引下げ＋据置き） 92.3% 2.7%

80 80
11.7%

（本則＋据置き） 77.3%90 90 90

80
15.1%

100 100 100

（本則＋据置き） 84.6%

●商業地等（非住宅用地） ●小規模住宅用地 ●一般住宅用地

住宅特例で
価格×１／６

（引上げ）

（引上げ）

住宅特例で
価格×１／３

（引上げ）

商業地等の宅地と住宅用地の負担水準の分布状況（H19課税標準額ベース）
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４ 下落修正の実施割合の推移 

 平成 15 年度～平成 20 年度（予定）で、下落修正措置を行った団体は、18 年度から

20 年度では、全国計で 82.4％から 77.5％になっており、これは、地価上昇を背景とし

て都市部を中心に修正をしなかった団体が増加したものと思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％） （倍）
平成

１５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 対前年度比

（実績） （実績） （実績） （実績） A（実績） B（予定） B/A

北 海 道 32.5% 29.7% 27.1% 34.2% 28.9% 30.0% 1.038

青 森 県 79.1% 79.1% 80.9% 88.4% 80.0% 80.0% 1.000

岩 手 県 84.5% 91.4% 91.4% 92.7% 91.4% 97.1% 1.063

宮 城 県 85.9% 82.6% 88.9% 93.0% 94.4% 94.4% 1.000

秋 田 県 72.5% 82.6% 81.0% 86.2% 80.0% 80.0% 1.000

山 形 県 81.8% 79.5% 86.4% 82.9% 82.9% 82.9% 1.000

福 島 県 87.8% 93.3% 94.0% 92.6% 93.3% 95.0% 1.018

茨 城 県 88.0% 92.8% 100.0% 100.0% 97.7% 97.7% 1.000

栃 木 県 89.8% 98.0% 97.7% 100.0% 100.0% 100.0% 1.000

群 馬 県 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 1.000

埼 玉 県 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 94.3% 82.9% 0.879

千 葉 県 100.0% 100.0% 100.0% 98.6% 96.4% 82.1% 0.852

東 京 都 77.5% 77.5% 77.5% 77.5% 40.0% 7.5% 0.188

神 奈 川 県 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 87.9% 0.879

新 潟 県 73.0% 91.8% 94.1% 91.9% 94.3% 94.3% 1.000

富 山 県 77.1% 82.9% 100.0% 93.8% 86.7% 86.7% 1.000

石 川 県 73.2% 82.1% 90.9% 90.0% 89.5% 94.7% 1.059

福 井 県 60.0% 61.8% 71.4% 88.5% 76.5% 76.5% 1.000

山 梨 県 95.3% 98.2% 97.4% 97.1% 96.4% 100.0% 1.037

長 野 県 83.3% 90.6% 92.2% 94.2% 91.4% 92.6% 1.014

岐 阜 県 84.8% 86.3% 95.7% 95.6% 97.6% 97.6% 1.000

静 岡 県 91.9% 92.8% 91.2% 100.0% 100.0% 100.0% 1.000

愛 知 県 94.3% 95.4% 95.9% 98.5% 96.8% 88.9% 0.918

三 重 県 87.0% 86.4% 89.4% 87.1% 93.1% 96.6% 1.037

滋 賀 県 98.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 92.3% 0.923

京 都 府 95.5% 97.4% 97.4% 96.7% 100.0% 88.5% 0.885

大 阪 府 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 93.0% 69.8% 0.750

兵 庫 県 92.0% 95.3% 98.3% 97.9% 97.6% 92.7% 0.950

奈 良 県 66.0% 66.0% 70.5% 71.8% 71.8% 71.8% 1.000

和 歌 山 県 68.0% 64.0% 61.7% 78.1% 73.3% 73.3% 1.000

鳥 取 県 28.2% 38.5% 45.0% 63.2% 57.9% 47.4% 0.818

島 根 県 18.6% 16.9% 27.6% 42.9% 42.9% 42.9% 1.000

岡 山 県 67.9% 70.5% 85.3% 90.6% 85.2% 85.2% 1.000

広 島 県 66.3% 67.7% 100.0% 96.2% 95.7% 95.7% 1.000

山 口 県 98.2% 73.6% 78.8% 89.7% 81.8% 81.8% 1.000

徳 島 県 60.0% 70.0% 77.1% 65.7% 79.2% 75.0% 0.947

香 川 県 97.4% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 1.000

愛 媛 県 81.4% 79.0% 91.3% 95.0% 100.0% 95.0% 0.950

高 知 県 50.9% 54.7% 54.2% 61.4% 60.0% 61.8% 1.029

福 岡 県 86.6% 90.6% 89.4% 95.2% 95.5% 95.5% 1.000

佐 賀 県 40.8% 49.0% 54.3% 55.2% 56.5% 60.0% 1.062

長 崎 県 50.6% 60.6% 68.9% 78.8% 78.3% 82.6% 1.056

熊 本 県 59.6% 55.2% 55.9% 72.9% 77.1% 77.1% 1.000

大 分 県 65.5% 74.1% 88.0% 85.7% 88.9% 88.9% 1.000

宮 崎 県 50.0% 63.6% 63.6% 71.4% 80.0% 80.0% 1.000

鹿 児 島 県 33.3% 39.6% 35.9% 40.7% 42.9% 41.3% 0.964

沖 縄 県 61.5% 61.5% 61.2% 68.3% 70.7% 68.3% 0.966

合 計 74.0% 76.5% 79.0% 82.4% 80.2% 77.5% 0.967

（注）東京都特別区は一団体として集計している。

　　　　年度

都道府県

下落修正の実施割合の推移（都道府県別）（Ｈ１５～Ｈ２０）
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５ 「H20 課税標準額／H20 評価見込額」の分布状況 

 商業地等の宅地の場合、負担水準が 60％に達していなければ、評価額の５％を前年

度課税標準に上乗せする制度であるが、平成 20 年度の評価額に対する上乗せをした後

の課税標準の割合を推計すると、商業地等の宅地の全国計で、97％の土地がここに達す

ることが見込まれている 

  小規模住宅用地及び一般住宅用地については、負担水準が80％に達していなければ、

評価額の５％を前年度課税標準額に上乗せをする制度であるが、平成 20 年度の評価額

に対する上乗せをした後の課税標準の割合を推計すると、商業地等よりも少し小さい数

字になるが、92.9％と 86.3％と、９割近い土地が負担水準の 80％に達している。 

ただし、都道府県ごとに見ると、住宅用地については、まだかなりのばらつきがあり、

特に沖縄県が顕著に表れている状況である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：％）

0.6以上 0.7以下 0.6未満 0.8以上 1.0以下 0.8未満 0.8以上 1.0以下 0.8未満

全国計 97.0 3.0 92.9 7.1 86.3 13.7 

北海道 96.2 3.8 92.8 7.2 87.0 13.0 

青森県 92.1 7.9 72.2 27.8 82.2 17.8 

岩手県 88.6 11.4 73.2 26.8 68.1 31.9 

宮城県 99.0 1.0 97.9 2.1 93.9 6.1 

秋田県 93.9 6.1 76.4 23.6 85.3 14.7 

山形県 98.2 1.8 94.4 5.6 85.3 14.7 

福島県 97.2 2.8 92.0 8.0 88.9 11.1 

茨城県 94.0 6.0 84.6 15.4 78.0 22.0 

栃木県 96.9 3.1 90.6 9.4 81.3 18.7 

群馬県 97.2 2.8 85.6 14.4 75.4 24.6 

埼玉県 98.6 1.4 90.9 9.1 90.4 9.6 

千葉県 97.8 2.2 85.3 14.7 90.3 9.7 

東京都 96.2 3.8 97.7 2.3 96.3 3.7 

神奈川県 99.8 0.2 98.4 1.6 96.4 3.6 

新潟県 97.6 2.4 95.6 4.4 94.2 5.8 

富山県 97.0 3.0 90.2 9.8 86.3 13.7 

石川県 97.3 2.7 81.8 18.2 79.4 20.6 

福井県 91.6 8.4 80.1 19.9 66.0 34.0 

山梨県 96.1 3.9 90.1 9.9 79.2 20.8 

長野県 98.2 1.8 93.9 6.1 90.1 9.9 

岐阜県 97.1 2.9 93.8 6.2 87.7 12.3 

静岡県 98.8 1.2 86.9 13.1 84.2 15.8 

愛知県 99.6 0.4 95.4 4.6 93.0 7.0 

三重県 93.7 6.3 79.6 20.4 69.3 30.7 

滋賀県 97.9 2.1 88.6 11.4 85.2 14.8 

京都府 98.2 1.8 95.3 4.7 89.1 10.9 

大阪府 99.7 0.3 99.9 0.1 99.8 0.2 

兵庫県 99.0 1.0 98.0 2.0 93.1 6.9 

奈良県 99.4 0.6 99.0 1.0 98.6 1.4 

和歌山県 97.8 2.2 92.2 7.8 88.0 12.0 

鳥取県 91.7 8.3 60.1 39.9 58.5 41.5 

島根県 95.2 4.8 81.3 18.7 80.2 19.8 

岡山県 98.0 2.0 93.3 6.7 82.6 17.4 

広島県 98.1 1.9 96.6 3.4 89.6 10.4 

山口県 97.9 2.1 94.0 6.0 87.4 12.6 

徳島県 90.7 9.3 78.6 21.4 60.3 39.7 

香川県 96.9 3.1 91.9 8.1 87.2 12.8 

愛媛県 93.6 6.4 70.5 29.5 65.8 34.2 

高知県 90.2 9.8 58.3 41.7 60.2 39.8 

福岡県 97.0 3.0 91.5 8.5 85.5 14.5 

佐賀県 90.8 9.2 74.3 25.7 72.8 27.2 

長崎県 91.8 8.2 81.4 18.6 64.1 35.9 

熊本県 95.4 4.6 82.3 17.7 80.5 19.5 

大分県 94.6 5.4 84.4 15.6 84.6 15.4 

宮崎県 83.8 16.2 60.3 39.7 67.2 32.8 

鹿児島県 80.7 19.3 39.3 60.7 57.1 42.9 

沖縄県 59.1 40.9 24.1 75.9 12.9 87.1 

※　平成20年度評価変動割合調を基にH20課税標準額を推計して作成。

「H20課税標準額／H20評価見込額」の分布状況【H20課税標準額ベース】

商業地等 小規模住宅用地 一般住宅用地
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６ 地価公示の圏域別・都道府県別対前年度変動率 

  前回の評価替えの価格調査基準日である平成 17 年１月１日時点の地価公示の対前年

度変動率から平成21年度の評価替えの価格調査基準日である平成20年１月１日時点の

地価公示の対前年度変動率をまとめた表であり、これで 21 年の状況が推測できる。 

20 年度の全国の対前年度変動率は、住宅地では 1.3％の増、商業地では 3.8％の増と

なっており、評価替えでは３年分の状況が反映されるので全体としては、評価額が少し

増える状況にある。ただし、地方圏では依然として下落傾向にあるので、全国的に見て

も下落する地点は相当程度ある状況である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：％）

　　　　　　　 　住　　　宅　　　地　 　商　　　業　　　地　

　　　　　　　 　平　成　 　平　成　 　平　成　 　平　成　 　平　成　 　平　成　 　平　成　 　平　成　

１７年 １８年 １９年 ２０年 １７年 １８年 １９年 ２０年

　全　　　国　 △  4.6 △  2.7     0.1     1.3 △  5.6 △  2.7     2.3     3.8

三大都市圏 △  3.7 △  1.2     2.8     4.3 △  3.2     1.0     8.9     10.4

東 京 圏 △  3.2 △  0.9     3.6     5.5 △  2.5     1.0     9.4     12.2

大 阪 圏 △  5.2 △  1.6     1.8     2.7 △  5.0     0.8     8.3     7.2

名古屋圏 △  3.3 △  1.3     1.7     2.8 △  3.3     0.9     7.8     8.4

地　方　圏 △  5.4 △  4.2 △  2.7 △  1.8 △  7.5 △  5.5 △  2.8 △  1.4

01. 北海道 △  4.6 △  3.1 △  1.2 △  1.0 △  5.2 △  3.3     0.8     1.0

　02. 青　森　 △  4.0 △  4.4 △  3.9 △  3.9 △ 10.2 △ 10.0 △ 7.8 △ 6.5

　03. 岩　手　 △  3.4 △  3.8 △  3.3 △  3.1 △  8.1 △  8.0 △ 7.4 △  6.5

　04. 宮　城　 △  6.4 △  5.2 △  2.6 △  1.0 △  9.0 △  5.1     2.7     7.0

　05. 秋　田　 △  5.3 △  5.2 △  4.4 △  3.5 △ 10.7 △ 10.1 △ 8.3 △ 6.7

　06. 山　形　 △  4.8 △  5.2 △  4.7 △  3.9 △  8.1 △  7.5 △  6.2 △  5.1

　07. 福　島　 △  5.0 △  4.2 △  3.1 △  2.5 △  7.7 △  5.7 △  3.8 △  3.0

　08. 茨　城　 △  7.2 △  5.7 △  3.6 △  2.4 △  9.7 △  7.3 △  4.4 △  3.2

　09. 栃　木　 △  6.3 △  4.9 △  3.2 △  2.2 △  9.6 △  7.3 △  4.5 △  2.8

　10. 群　馬　 △  5.1 △  3.5 △  2.3 △  1.2 △  8.0 △  5.8 △  4.0 △  2.4

　11. 埼　玉　 △  3.5 △  1.7     0.7     3.7 △  4.3 △  1.8     1.9     6.0

　12. 千　葉　 △  4.5 △  1.5     1.6     2.8 △  5.7 △  0.8     3.6     6.1

　13. 東　京　 △  1.7     0.8     8.0     9.1 △  0.9     2.9     13.9     15.8

　14. 神奈川　 △  3.7 △  1.9     1.7     4.3 △  4.4 △  1.9     4.1     8.2

　15. 新　潟　 △  6.0 △  4.3 △  2.6 △  1.6 △  8.3 △  6.5 △  4.4 △  3.3

　16. 富　山　 △  7.3 △  4.4 △  3.2 △  2.6 △ 10.2 △  6.3 △  4.1 △  2.8

　17. 石　川　 △  7.4 △  4.4 △  2.3 △  2.0 △  9.4 △  5.5 △  2.5 △  2.1

　18. 福　井　 △  5.9 △  5.3 △  5.1 △  4.8 △  9.2 △  7.7 △  6.5 △  5.4

　19. 山　梨　 △  9.0 △  6.5 △  3.4 △  2.5 △ 10.5 △  7.7 △  4.3 △  3.1

　20. 長　野　 △  6.1 △  5.4 △  4.0 △  2.6 △  8.0 △  6.5 △  4.5 △  3.3

　21. 岐　阜　 △  7.2 △  5.7 △  3.2 △  1.0 △  9.1 △  6.9 △  3.7 △  1.4

　22. 静　岡　 △  4.6 △  2.9 △  1.0     0.5 △  5.1 △  3.0 △  0.6     2.9

　23. 愛　知　 △  3.0 △  1.1     1.9     3.0 △  3.3     0.9     7.6     8.2

　24. 三　重　 △  6.0 △  4.7 △  2.9 △  1.7 △  8.1 △  6.2 △  3.5 △  1.5

　25. 滋　賀　 △  4.3 △  1.9     1.2     1.8 △  5.7 △  2.4     2.1     3.6

　26. 京　都　 △  5.8 △  1.8     1.6     1.8 △  4.5     1.7     7.7     4.1

　27. 大　阪　 △  5.3 △  1.9     1.9     2.5 △  5.2     1.2     10.3     9.3

　28. 兵　庫　 △  5.3 △  2.0     0.8     2.5 △  7.0 △  2.8     1.3     2.5

　29. 奈　良　 △  5.9 △  2.8 △  0.2     1.2 △  7.0 △  3.5 △  0.6     0.8

　30. 和歌山　 △  6.7 △  5.5 △  3.7 △  2.6 △  9.0 △  7.1 △  4.7 △  2.7

　31. 鳥　取　 △  5.2 △  4.9 △  3.7 △  3.0 △  7.6 △  6.5 △  5.1 △  4.1

　32. 島　根　 △  1.3 △  1.4 △  1.6 △  1.7 △  6.0 △  5.2 △  4.3 △  3.7

　33. 岡　山　 △  5.5 △  3.5 △  1.4 △  0.6 △  5.4 △  2.8 △  0.9 △  0.2

　34. 広　島　 △  5.7 △  4.4 △  2.5 △  1.7 △  7.2 △  4.6 △  1.6 △  0.5

　35. 山　口　 △  5.9 △  4.7 △  3.8 △  3.1 △  8.4 △  6.3 △  4.6 △  3.7

　36. 徳　島　 △  7.3 △  6.6 △  5.3 △  4.6 △  9.6 △  8.2 △  5.8 △  4.2

　37. 香　川　 △  6.2 △  6.6 △  6.8 △  5.6 △  9.1 △  8.3 △  7.4 △  5.0

　38. 愛　媛　 △  5.2 △  3.1 △  2.1 △  1.8 △  6.7 △  3.7 △  1.2 △  1.0

　39. 高　知　 △  1.8 △  2.4 △  2.9 △  3.9 △  7.6 △  7.5 △  6.4 △  6.0

　40. 福　岡　 △  5.1 △  4.2 △  2.6 △  1.5 △  7.6 △  5.7 △  0.4     1.4

　41. 佐　賀　 △  2.5 △  2.4 △  2.1 △  2.1 △  5.6 △  4.9 △  3.8 △  3.3

　42. 長　崎　 △  5.4 △  5.3 △  4.4 △  3.4 △  8.1 △  7.3 △  6.0 △  4.1

　43. 熊　本　 △  5.6 △  5.8 △  4.4 △  3.0 △  6.9 △  7.4 △  5.6 △  3.2

　44. 大　分　 △  5.2 △  4.8 △  4.6 △  3.2 △  7.0 △  5.5 △  4.4 △  3.5

　45. 宮　崎　 △  1.2 △  1.4 △  1.0 △  0.8 △  4.1 △  3.9 △  2.8 △  2.4

　46. 鹿児島　 △  1.5 △  1.7 △  1.9 △  2.0 △  4.3 △  3.7 △  3.2 △  3.1

　47. 沖　縄　 △  5.5 △  4.0 △  2.3 △  1.5 △  6.7 △  4.1 △  1.8 △  0.2

（注）
１.△印はマイナスを示す。
２.変動率は、各年とも前年と継続する標準地の価格の変動率の単純平均である。
３.三大都市圏とは、東京圏、大阪圏、名古屋圏をいう。
   東京圏：首都圏整備法による既成市街地及び近郊整備地帯を含む市区町村の区域。　　
   大阪圏：近畿圏整備法による既成都市区域及び近郊整備区域を含む市町村の区域。　　
   名古屋圏：中部圏開発整備法による都市整備区域を含む市町村の区域。
４.地方圏とは、三大都市圏を除く地域をいう。
 （以下の表について同じ。）

地価公示 圏域別・都道府県別対前年度変動率
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７ 土地の負担調整措置に対する地方団体の主な意見 

  地方団体からの主な意見は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土地の負担調整措置に対する地方団体の主な意見

商業地等

住宅用地

• 負担水準0.6以上0.7以下の場合に課税標準額を据え置く措置の見直し

• ５％加算の上限を0.7に引上げ

• 0.6の段階的引上げ

• 負担水準0.7超の場合に課税標準額を評価額の0.7に引き下げる措置の見直し

• 0.7の引上げ

• 負担水準0.8以上の場合に課税標準額を据え置く措置の見直し

• ５％加算の上限を1.0に引上げ

• 0.8の段階的引上げ

• 納税者にとって分かりづらい制度なので「評価額＝課税標準額」とする等早期に
簡素な制度になることを望む

• 評価額が大きく上昇した土地についての何らかの激変緩和措置

共 通
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第２ 償却資産の課税のあり方について 

 

１ 固定資産税における償却資産の概要 

(1) 課税客体となる償却資産 

   固定資産税は、賦課期日（1 月 1 日）現在において固定資産を所有している者に対

し、当該固定資産が所在する市町村において課税する市町村税である。 
   固定資産税の課税客体となる固定資産は、土地、家屋及び償却資産に分けられる。

そのうち、課税対象となる土地とは登記簿又は土地補充課税台帳に登記又は登録され

たものであり、課税対象となる家屋とは登記簿又は家屋補充課税台帳に登記又は登録

されたものである。 
 一方、償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産（鉱

業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く。）でその減価償却額又は減

価償却費が法人税法の規定による所得の計算上損金等に算入されるものをいう。ただ

し、自動車税の課税客体である自動車並びに軽自動車税の課税客体である原動機付自

転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車は除かれている（地方税法第

341 条第 4 号）。 
 
 (2) 課税客体となる償却資産の範囲 

   固定資産税の課税客体となる償却資産は、土地や家屋のように事業用であると非事

業用であるとを問わず課税客体となるというものではなく、必ず事業の用に供するこ

とができるものでなければならない。 
 
  ①「事業の用に供する」ことの意義 

   ア 「事業」とは一般に、一定の目的のために一定の行為を継続、反復して行うこ

とをいうものであって、必ずしも営利又は収益そのものを得ることを直接の目的

とするものである必要はない。 
   イ 「事業の用に供する」とは、その本来業務に直接使用するもののみならず、そ

の事業について直接であると間接であるとを問わず使用される資産で税務会計

上減価償却できるものであれば、償却資産として課税客体となる。 
 
  ②「事業の用に供することができる」ことの意義 

     「事業の用に供することができる」とは、現に事業の用に供している資産が含

まれることはもちろんのこと、事業の用に供する目的をもって所有され、かつ、

それが事業の用に供することができると認められる状態にあれば足りるもので

ある。したがって、遊休・未稼働資産のようにいつでも稼働し得る状態にあるも

のは課税客体となり、用途廃止資産のように解体等されていないだけで、今後も

使用されないものは課税客体とはならない。 
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 (3) 申告制度 

   固定資産税の納税義務者は、賦課期日現在における当該資産の所有者であるが、償

却資産については、土地、家屋と異なり登記制度がなく、課税客体及び納税義務者の

把握が容易ではないことから、所有者に対して償却資産の申告義務を課している。 
 
 (4) 免税点 

   固定資産税には、免税点制度が設けられており、市町村は、同一の者について、そ

の市町村の区域内におけるその者の所有に係る土地、家屋又は償却資産に対して課す

る固定資産税の課税標準となるべき額が、償却資産にあっては 150 万円に満たない場

合においては、固定資産税を課することができないものとされている。土地について

は 30 万円、家屋については 20 万円となっており、比較するとかなり高い額の設定

となっている。 
 
(5) 償却資産の具体例 

   橋やダムといった構築物、建設用重機といった機械装置のほか、工具、器具、備品

あるいは船舶、車両、航空機などの移動性償却資産などが対象となっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (6) 償却資産の評価の基本 

   固定資産評価基準（以下「評価基準」という。）第３章第１節一には「償却資産の

評価は、前年中に取得された償却資産にあっては当該償却資産の取得価格を、前年前

に取得された償却資産にあっては当該償却資産の前年度の評価額を基準とし、当該償

却資産の耐用年数に応ずる減価を考慮してその価額を求める方法によるものとす

る。」と規定され、すなわち取得価額方式によることとされている。なお、この規定

に関する考え方を具体化するために、評価基準第３章第１節二以下において償却資産

の実際の評価方法が定められている。 
   計算式で表すと次のとおりである。 

資 産 の 種 類 主 な 償 却 資 産 の 例 示 

構築物 橋、軌道、ダム、庭園、門塀、広告塔 等 

機械及び装置 加工・製造設備等の機械、建設工業機械 等 

工具・器具及び備品 冷暖房機器、ＯＡ機器、通信設備、看板 等 

その他 船舶、車両、航空機 等 
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① 取得価額の算定（原則） 

    償却資産の取得価額は、原則として税務会計における減価償却費の計算の基礎と

なる取得価額の算定の方法によることとされており、具体的には、当該償却資産を

取得するために、通常支出すべき金額であり、これには機械の据付費といった付帯

費の額も含まれるものである。 
 
  ② 控除額の算定（原則） 

    「耐用年数に応ずる減価」とは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定め

られた法定耐用年数に応じて、評価基準において定めた減価率により算出される額

であり、現行の評価基準制定以来、原則として一律に定率法によることとされてい

る。 
    なお、平成 19 年度の税制改正において、法人税等については、新しい定率法と

して「いわゆる 250％定率法」が導入されたが、固定資産税においては旧定率法の

ままとされたところである。 
 
 (7) 償却資産の主な特例 

   地方税法においは、公用、公共用のものについて課税を除外するために一般的に非

課税措置が規定されているが、固定資産税においては、更に経済政策的要請に基づく

課税上の特例として課税標準の特例措置が設けられている。すなわち、公共料金の抑

制、企業体質の改善、公害対策の充実等の見地から固定資産税の負担がその大きな障

害とならないよう、電力、ガス、船舶、航空機、鉄軌道その他の重要基礎産業や企業

合理化機械設備、各種公害防止施設等について、課税標準の特例措置が設けられてい

る。主なものは次のとおりである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 初年度の評価額 ＝ 取得価額 － 控除額×１／２（半年分） 
 
○ 各年度の評価額 ＝ 前年度評価額 － 控除額 
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２ 固定資産税の創設と償却資産課税の経緯 

(1) 固定資産税以前の事業用償却資産に対する課税経緯 

   固定資産税制度以前における事業用償却資産に対する課税は、明治２年の船舶に対

する課税（国税）に始まり、大正 15 年には道府県税としての船税、電柱税、市町村

税としての船税附加税及び電柱税附加税が創設され、その後昭和 15 年の市町村にお

ける法定外独立税制度の創設により原動機、冷凍機等各種事業用資産に対して課税が

行われるようになった。また、昭和 22 年には、地方財政の窮乏を回復させるため、

法定外独立税の拡張を図るということで、新たに道府県税として軌道税が、市町村税

として軌道税附加税がそれぞれ創設された。このように現行制度以前においても、多

くの事業用資産に対して課税がなされていた。 
 
 
 
 
 
 
 

償却資産の主な特例償却資産の主な特例

種 類 特 例 率 備 考

電 力 １／３～３／４
送電用施設 1/3

変電所 3/5 など

ガ ス １／３～２／３ ガス事業用資産 1/3 など

船 舶 １／１５～１／２

国際船舶 1/15

外国貿易船 1/10

内航船舶 1/2 など

航空機 １／１０～２／３

国際路線専用機 1/10

国際路線準専用機 2/15

国内航空機 2/3 など

鉄 道 １／６～３／４

新線立体交差化施設 1/6

新線構築物 1/3

新造車両 1/2 など

（注）１ 特例率とは課税標準に乗ずる率であり、適用される期間が取得後数年間というように限定されているものもある。

２ 一般的な事業者に適用されるものを記載している。
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 (2) 固定資産税の創設  

  昭和 24 年のシャウプ勧告において、我が国における地方税収に占める地租、家屋税

及び地租家屋附加税の割合が、当時のアメリカの郡、市町村の税収に占める財産税の割

合と比べて低いこと、また、地方自治の発展上、都道府県よりも市町村の財源を強化す

ることを考慮し、１つには、課税の全責任は市町村に負わせ、かつ、税収入は全額市町

村のものとすること、２つには、課税標準は賃貸価格ではなく資本価格とすること、３

つには、個人所得課税及び法人税において控除を受ける減価償却を認められるあらゆる

事業資産を包括することなどを内容とする勧告が行われたところであり、シャウプ勧告

を契機として行われた昭和 25 年の地方税制度の根本的改革に伴い、地租、家屋税を廃

止し、土地及び家屋のほかに償却資産をも併せて課税客体として、土地、家屋及び償却

資産の価格を課税標準として課税する固定資産税が創設された。なお、新たに償却資産

に対して課税されることとなったのに伴い、従来存した船舶税、電柱税、軌道税及びこ

れらの附加税は廃止されることとなった。また、法定外税の制度は昭和 25 年以降の税

制においてもなお存置されているが、新法の施行の際旧法の規定に基づいてその設定を

認められていた法定外独立税の税目のうち、事業用資産に対する課税をその内容とする

ものは、原則として廃止された。 
  償却資産を課税客体としたのは、構築物、機械等の償却資産を所有する事業者が、償

却資産が所在する市町村から有形無形の行政サービスを受けて、その受益のもとに事業

緯経税課るす対に産資却償用業事の前以税産資定固

考備要概月年

件の定制率税税舶船年２治明
国：体主税課

数ント：準標税課

。始開の税課るす対に産資用業事・

。に能可がとこす課を税加附てし対に船、てしと税種雑が県府道・定制則規税方地年１１治明

。化税方地を税課るす対に舶船・止廃の税舶船税国年９２治明

定制律法るす関に税方地年５１正大
＞税船＜

）税加附（村町市、）税種雑（県府道：体主税課

。に能可がとこす課を税加附税船が村町市・
。設創の税柱電・

。りあ限制課賦にもと税加附柱電、税柱電・
者有所：者務義税納

＞税柱電＜
）税加附（村町市、）税種雑（県府道：体主税課

者有所：者務義税納
数基は又数本：準標税課

あ制賦率税率税 ：賦課制限あり

定制法税方地年５１和昭
＞税舶船＜

県府道：体主税課
舶船の上以ント０２数ント総：体客税課

。更変称名へ税舶船は税船・

がとこす課を税舟に自独てし対に舟の満未ント０２数ント総が村町市・
。に能可

舶船の上以ント０２数ント総：体客税課
者有所：者務義税納

＞税舟＜
村町市：体主税課

舟の満未ント０２数ント総：体客税課
者務義税納 ： 者有所

。設創が度制の税立独外定法に村町市・
→ 役荷、車道軌、機刷印、機材製、機紙抄、機織、機凍冷、機動原

。たっなにうよるれわ行が税課るす対に産資用業事の等設施満未ント５数ント総※
を類の船遊（舟の

外除は）く除者有所者務義税納

。設創が度制税立独外定法に県府道・年１２和昭

正改法税方地年２２和昭
＞税道軌＜

税課 主体： ）税加附（村町市、県府道

。設創の税道軌・
→ 定法、み鑑にとこたっあに況状たし乏窮てめ極が政財方地時当

独立税の 張拡 が れら図 一のとこた 。環

外除は）く除

）税加附（村町市、県府道体税課
等道軌たし設敷りよに等法道軌：体客税課

者有所：者務義税納
長延の等道軌：準標税課

。環れ図張拡税独
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活動を行っていることに着目したものであり、応益課税の原則を一層貫こうとする考え

方に沿って、土地及び家屋のみならず、広く減価償却が可能な事業用資産にまで課税の

範囲を拡大することとされたものである。 
 

 
 
 

～前略～  
本税にはまた商業及び工業用施設に対する租税として、地方税としての注目す

べき長所がある。本税は、事業主または（本税が高い売価の形で転嫁されるな

らば）その製品の消費者をして、警察、消防およびその事業がその地方から得

るその他の保護の代価を払わしめる。本税は、非居住者が所有し、且つその製

品を非居住者に売却するような事業に対して地方政府が手を触れることので

きる殆ど唯一の方法である。 
～中略～ 

  地租家屋税の改革には次の諸点を含まねばならない。 
 
（１）～（３）略 
（４）個人所得税および法人税において控除をうける減価償却を認められるあらゆ

る事業資産を包括するように本税の範囲を拡張すること。このことは棚卸資産

を含まないことを意味する。即ち、棚卸資産を評価することは行政上困難であ

るから、この除外を勧告するのである。本税の名称は、土地および減価償却可

能資産税、或いは多少不明確ではあるが、略して不動産税と改むべきである。

   ここで勧告する本税の課税標準の拡張は、社会の他の者との関係において、

事業が地方行政の支持のためにどんな貢献をなすべきであるかを更によく測

る尺度になる。 
 

 
 
３ 償却資産に係る主な制度改正 

  現行の固定資産税の創設以後、償却資産に関して行われた主な制度改正は次のとおり

である。 
 
 (1) 昭和 39 年度税制改正 

昭和 36 年の固定資産評価制度調査会の答申を受けてなされた地方税法の改正によ

り、固定資産の評価は固定資産評価基準によって行うこととされ、また、固定資産評

価基準の決定、変更等に関し学識経験者等の意見を聞くための場として中央固定資産

評価審議会等が設置された。 

シャウプ勧告（昭和 24 年）第 12 章不動産税（地租家屋税） 
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⇒ 中央固定資産評価審議会での審議を経て固定資産評価基準が制定され、評価方法

を全国的に統一（取得価額、耐用年数については国税に準拠）。 
 
 (2) 昭和 40 年度税制改正 

技術革新の影響等によって一般に耐用年数を経過した資産の価値は相当低くなっ

ていたこと等から、国税において償却可能限度額の引き上げ（取得価額の 90%→95%）

及び機械装置を中心とした平均 15%程度の耐用年数の短縮が行われた。 
 

⇒ 固定資産税の償却資産についても、国税の改正に合わせて評価額の最低限度を取

得価額の 10%→５%とし、また、評価に当たっては改正後の耐用年数を用いること

とされた。 
 
 (3) 平成 19 年度税制改正 

日本の国際競争力の強化を図るという観点から行われた減価償却制度の抜本的見

直しにより、国税において残存価額及び償却可能限度額が廃止され、償却の方法とし

て、従来の定率法等に加えて新たに 250％定率法等が設けられた。 
 

⇒ 固定資産税の償却資産については、資産課税としての性格を踏まえ、現行の評価

方法（従来の定率法を用いて資産価値の減価を行う）を維持。 
 
 (4) 平成 20 年度税制改正 

資産の使用実態を踏まえ、国税において機械及び装置を中心に耐用年数省令の資産

区分の大括り化が図られるとともに、耐用年数が見直された。 
 

⇒ 固定資産税の償却資産についても、評価に当たっては改正後の耐用年数を用いる

こととされた。 
 
４ 資産税制の国際比較（償却資産関係） 

償却資産に対する課税は、日本のほか、アメリカ、カナダ、イギリス、フランス、ド

イツ、韓国で行われている。 
  例えば、アメリカでは、財産税として、土地、家屋のほか、鉄道、電力、ガスなどの

公益事業資産をはじめ、機械設備や通信関連資産などを課税対象として、ほとんどの州

において課税を行っている。 
  カナダでは、13 州のうち、多くの州において課税が行われている。 
  イギリスでは、国が課税して市町村へ交付するといった手法がとられている。 
  フランスでは、職業税の中で償却資産に対して課税を行っている。 
  ドイツでは、不動産税として農業用機械設備に課税を行っている。 
  韓国では、財産税として船舶や航空機に課税を行っている。 
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  このように、諸外国のうち主要な国においても、償却資産への課税制度を有している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資産税制の国際比較（償却資産関係） 未定稿

アメリカ カナダ イギリス フランス ドイツ 韓国

名

称

課
税
団
体

課
税
対
象
資
産

納
税
義
務
者

財産税
Property Tax

財産税
Property Tax

職業税
La taxe 

professionnelle

州（region）、

県（department）、

市町村（commune）、

市町村事務組合等

・営業用不動産
・償却資産

（機械設備等）

州、郡、市町村、
学校区、特別区

州、
広域自治体、
地方自治体

不動産税
Grundsteuer

市町村
（Gemeinde）

土地・家屋(全州)
公益事業資産※(49州)
機械設備(42州1特別区)

自家用車等の個人資産
(34州１特別区)
通信関連資産(40州)
在庫・棚卸資産(16州)

土地・家屋(全州)
公益事業資産

※１(5州1準州)
機械設備(3州1準州)
通信関連資産
(７州１準州)

※１ 州によって異なるが、主なものとして鉄道、電力、ガス等がある。

所有者所有者 所有者 所有者

・不動産Ａ
(農業用不動産）

(機械設備を含む。)

・不動産Ｂ
(その他の不動産)

市、郡、区

財産税

・土地
・建築物
（これに附属する
施設を含む。）

・住宅
・船舶
・航空機

Business Rate

ビジネス･レート

通称:ﾉﾝﾄﾞﾒｽﾃｨｯｸﾚｰﾄ

Non Domestic Rate

国
（市町村等へ交付）

使用者

事業用不動産
（土地、建物と
一体をなす構築
物、機械設備を
含む。）

職業を営む
個人又は法人

（資産の使用者）

※２ 従業員５人未満の自由業者、開業医、弁護士等

・売上高（一定の小規
模事業者 ※２に対し、
償却資産に代えて課税）
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はじめに 

 

 2008 年９月（7 日〜13 日）、フランスの職業税に関して現地調査をする機会を得た。ヒ

アリングを行った場所は、首相府、内務・海外領土・地方自治体省地方自治体総局、予算・

公会計・公共部門省公共財政局財政管理部、イッシー市およびアークド・セーヌ都市圏共

同体である。調査の機会を与えてくださった（財）資産評価システム研究センター、およ

び現地でご協力賜った（財）自治体国際化協会パリ事務所、在仏日本大使館の皆様に心よ

り御礼申し上げたい。 

 本稿では、現地調査の結果を踏まえ、2004 年に首相府に提出された職業税改革委員会

（フーケ委員会）による報告書の概要を紹介する。現地調査では、この報告書の執筆者の

一人であるベナール首相府補佐官（Benard,Y）にもヒアリングする機会を得た。報告書で

は、職業税の課税標準の大部分を占める、事業用償却資産の賃貸価値の廃止を提言してい

る。わが国においても、現在、事業用償却資産に対する固定資産税の廃止を求める意見が

産業界から出されており、報告書は、事業用償却資産を課税客体の一部とするわが国の固

定資産税のあり方を議論する際に何らかの示唆を与えるものと考えられる。 

 本稿の構成は次のとおりである。まず、職業税の問題点を整理する（Ⅰ節）。次いで、報

告書で提案されている改革案を概観する（Ⅱ節）。最後に、報告書の内容に対する若干のコ

メントを述べる。 

 

Ⅰ. 職業税の問題点 

 

１. 地方公共団体間の格差 

 職業税を企業に課税する根拠は、応益性（d’équivalence）で説明される。地方公共団

体にとって、企業の存在は公共サービスの提供の形でコストを発生させる。言い換えれば、

企業は地方公共団体の提供する公共サービスから利益を享受するから、その対価として納

税を求められる。 

 職業税は、地方４直接税（既建築不動産税、未建築不動産税、住宅税、職業税）の中で、

最も税収の偏在度の高い（普遍性の低い）税である。市町村レベルでこのことを見ると、

全体の 4.5％の数の市町村（人口ベースでは 38.5％）に、職業税収の 80％が集中している。  

 企業にとって、税負担は立地選択を行う際の一つの判断基準となる。地方公共団体は、
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一定の条件の下で税率決定権の自由が認められているため、理論的には、税率を操作する

ことにより企業の立地選択に影響を与え、財政力格差の是正を図ることが可能である。 

 しかしながら、現実において財政力の低い団体は、職業税率を引き下げることは困難で

ある。また、職業税は複数の地方団体（州、県、市町村および市町村広域行政組織）によ

り課税されているため、垂直的租税競争により税率が引き上げられる可能性がある。した

がって、実際は、税率操作による財政力格差の是正は困難である。 

 

２. 企業間の競争条件を歪曲 

 2003 年における職業税の全国平均税率（州、県、市町村もしくは市町村広域行政組織の

職業税の名目税率の合計額を、各市町村の課税ベースで加重平均したもの）は 24.06％で

あり、この値を州レベルで見ると、最高が 32.48％、最低が 18.85％となっている。 

 このような地域間の税率格差の存在は、立地先により税負担を異ならせるため、企業間

の競争条件を歪める。各種免除の存在も同様の効果をもたらすと考えられる。 

 

３. 投資・雇用への影響 

 職業税は、企業の生産コストを上昇させる。例えば、投資サイクルが 10 年の企業の場合、

職業税は、製造原価（prix de revient）の 19.7％（黒字企業）もしくは 29.5％（赤字企

業）となる。このため、投資が抑制される可能性がある。 

 さらに、雇用にも影響を与えると考えられる。職業税の課税ベースは資本が中心である

ため、同税の課税は、短期的には相対的に資本よりも雇用の利用を促進させるだろう。し

かし、それにより労働生産性が低下し、賃金が硬直的な場合、失業が発生することになる。 

 経済分析・予測局によると、職業税の課税による長期的効果として、経済成長率の 0.9％

低下、資本ストックの 2.6％低下、雇用時間の 0.5％低下を、それぞれもたらすと推計され

ている。 

 以上のような投資および雇用への影響は、資本集約型産業（製造業、運輸業、エネルギー

業）において相対的に大きい。2003 年において、これらの産業の付加価値は全体の 32.8％

を占めるにすぎないが、支払っている職業税額は全体の 65.9％を占めている。さらに、職

業税は収益を課税ベースとしていないため、赤字企業に重い負担を課している。経済分析・

予測局の推計によれば、2001 年において、赤字企業の 34.4％が全職業税収の 25.3％を支

払っている。 
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４. 国際競争力の阻害 

 ＥＵ諸国における企業に対する地方税制度は、①そもそも地方税が存在しない国（ス

ウェーデン、ギリシャ）、②不動産税が存在する国（イギリス、オランダ、アイルランド）、

③不動産税および企業活動に対する税が存在するが、地方公共団体は、それらの税の課税

ベース、税率を決定できない国（デンマーク、フィンランド、イタリア、オーストリア）、

④不動産税および企業活動に対する税が存在し、制約付きではあるが、地方公共団体は、

それらの税の課税ベース、税率を決定できる国（フランス、ドイツ、ベルギー、スペイン、

ポルトガル、ルクセンブルク）の４種類に分類できる。 

 このように、企業に対する地方税としては、多くの国で不動産税が課されているが、フ

ランスのように企業投資である事業用償却資産を課税対象としている国は、他のＥＵ諸国

には見当たらない。 

 フランスに立地する企業の税負担は、主要先進諸国と比較して相対的に重い。法人税お

よび地方税の付加価値に対する税負担を比較すると（表１）、フランスの負担率は 9.2％で、

イタリアよりは低いが、ドイツ、イギリス、アメリカを上回っている。これは、もっぱら

地方税（不動産税および企業活動関連税）の負担の違いによるものである。また、企業に

対する地方税の負担を産業分野別に眺めると、表２のようになる。フランスでは、コン

ピュータ、運輸、製鉄などの資本集約型産業に対して相対的に重い負担が課されている。 

 したがって、職業税の存在は、国内企業の国際競争力を低下させるとともに、海外企業

のフランスへの立地を妨げる可能性がある。 

 

＜表１＞ 企業の税負担率の国際比較（％） 

 ドイツ イギリス アメリカ イタリア フランス 

法人税/付加価値 5.3（0.2） 6.3（0.2） 6.7（0.2） 6.2（0.3） 6.6（0.2） 

地方税/付加価値 2.6（0.6） 0.5（1.0） 1.4（0.6） 4.3（4.3） 2.6（3.7） 

総計 7.9（0.8） 6.8（1.2） 8.1（0.8） 10.5（4.6） 9.2（3.9） 

(注) カッコ内は赤字企業の場合。 

(出所)  Commission de Réform de la Taxe Professionnelle[2004b],p.36. 
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＜表２＞ 企業に対する地方税負担率の国際比較（産業分野別：％） 

 資本集約度 ドイツ イギリス アメリカ イタリア ４か国平均 フランス 

コンピュータ 145（306） 2.43（0.31） 0.57（0.73） 1.38（0.31） 4.35（4.38） 2.18（1.43） 4.61（5.24）

運輸 131（63） 2.31（0.00） 0.12（0.33） 1.12（0.00） 4.29（4.25） 1.96（1.15） 4.00（2.68）

製鉄 103（159） 2.83（0.66） 1.87（1.53） 1.98（0.66） 4.57（4.51） 2.81（1.84） 4.21（4.88）

繊維 69（138） 1.88（0.29） 0.73（0.67） 1.22（0.29） 4.37（4.37） 2.05（1.41） 2.61（4.33）

小売 66（96） 3.32（0.00） 0.33（1.17） 1.85（0.00） 4.33（4.25） 2.46（1.36） 2.32（4.75）

卸売 66（1） 5.91（0.00） 0.79（0.11） 3.10（0.00） 4.25（4.25） 3.51（1.09） 3.33（1.57）

コンサルティング 1（13） 2.34（0.00） 0.26（0.16） 1.24（0.00） 4.25（4.25） 2.02（1.10） 1.65（1.59）

(注) ・資本集約度は、付加価値に占める有形固定資産額の割合。 

   ・地方税負担率は、付加価値に占める地方税の割合。 

   ・カッコ内は赤字企業。 

(出所)  Commission de Réform de la Taxe Professionnelle[2004b],p.37. 

 

５. 国庫負担の増加 

 職業税の非課税および軽減措置に伴う地方公共団体の税収損失を補償するための国庫負

担が増大している。国の補償額から納税者の支払う徴税費用等を控除した国のネットの補

償額が職業税収総額（付加税分を含む）に占める割合は、課税標準から支払い給与額を廃

止する段階的措置（1999〜2003 年）に伴い、1998 年に 24.9％であったが、2003 年には 38.5％

にまで上昇している（表３）。 

 

＜表３＞ 国庫負担の推移 

 1995 年 1998 2003 

非課税および軽減措置に対する補償（a） 9,010（100 万ユーロ） 9,680 18,188 

徴税費用等（b） 2,078 2,458 4,405 

ネットの国庫負担額（a-b） 6,932 7,222 13,783 

職業税額（付加税分を含む）（c） 25,445 28,981 35,810 

(a-b)/c 27.2（％） 24.9 38.5 

(出所)  Commission de Réform de la Taxe Professionnelle[2004b],p.13 および p.20. 

 

Ⅱ. 職業税の改革 

 

１. 改革案の概要 

（１） 課税標準の選択 

 職業税の課税標準の構成は、2003 年において事業用償却資産の賃貸価値が 79％、事業

用不動産の賃貸価値が 17％、事業収入（従業員５人未満の事業者の場合）が４％となって

いる。報告書では、この職業税の課税標準に対して、以下のような提言を行っている。 

 ①事業用不動産の賃貸価値の存続 

 第一に、事業用不動産の賃貸価値は、課税標準として維持する。その理由としては、（a）

応益性の観点（事業用不動産は公共サービスから利益を得ている）から正当化され得るこ
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と、（b）事業用不動産の賃貸価値はすでに不動産税（既建築不動産税、未建築不動産税）

の課税標準となっており、事業者には新たな納税事務負担が発生しないこと、（c）事業用

不動産に対する課税は他の OECD 諸国でも普及しており国際競争力を阻害しないこと、など

が挙げられている。 

 ただし、事業用不動産の賃貸価値を課税標準とすることの問題点として、（a）大規模な

不動産を必要とする事業者（ex.ホテル業、大規模小売業）を不利にすること、（b）評価替

えが実施されていないため、賃貸価値が現実を反映していないこと、が指摘されている。 

 ②事業用償却資産の賃貸価値の廃止 

 第二に、事業用償却資産の賃貸価値は、課税標準から除外する。報告書では、職業税の

抱える国際競争力の阻害、税収の地域間格差などの問題を是正するために、以下の３種類

の改善策を検討している。 

まず、償却資産の評価を、取得原価ではなく、減価償却を反映する簿価に基づいて評価 

する。しかしながら、この方法には、（a）税負担は時間とともに小さくなるため、税収中

立性を前提とすると、制度移行期には投資抑制効果が働く可能性があること、（b）投資サ

イクルの短い企業を相対的に不利にすること、（c）すでに負担の重い資本集約度の高い産

業の負担をさらに増加させると予想されること、などの問題点があるとする。また、事業

用不動産の賃貸価値と簿価に基づく事業用償却資産の賃貸価値の決定は、中小企業の負担

割合を相対的に増加させるとの推計が出されている。 

償却資産の評価を簿価に基づいて行うと、課税ベースが縮小する。そこで、課税標準を、 

事業用償却資産の賃貸価値に加えて、それ以外の外形標準にも拡大することが考えられる。

付加価値に応じた納付税額制度が存在し、しかも付加価値の約 6 割は支払給与総額である。

したがって、実態はすでに間接的に支払給与総額が課税標準の一部となっていることから、

支払給与総額を再び課税標準に加えることも可能性として存在するが、それは以前の制度

に戻ることであるから望ましくないとする。 

 さらに、付加価値に応じた納付額上限制度を見直すことにより、納税額を調整すること

も検討されている。納付額上限制度は、1990 年代後半以降 2004 年まで、売上高に応じて

付加価値の一定割合（3.5％、3.8％、４％）に設定されていたが、実際の税率ではなく 1995

年の税率が基準とされたため、納付額上限制度の適用対象とならない企業が出現する可能

性がある。したがって、基準となる税率を現実の税率とし、それに伴う国庫負担の増加を

軽減するために付加価値に応じた最低納付額を引き上げることも考えられる。しかし、そ
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れは国の介入を増加させるとともに、応益性を弱めることになる。 

 結局、以上のいずれの手段も問題の根本的解決にはつながらない。国際競争力の阻害、

税収の地域間格差などの問題は、職業税の課税標準の約 8 割が事業用償却資産の賃貸価値

であることから発生すると考えられる。したがって、事業用償却資産の賃貸価値を課税標

準から除外すべき、というのが報告書の立場である。 

 ③付加価値の導入 

 第三に、事業用償却資産の賃貸価値に代えて、付加価値（総生産高から中間財消費額を

控除して求められる）を新たに課税標準とする。付加価値は、特定の産業（金融、保険、

メディア、映画など）にとっては、事業活動の指標として適切でないと考えられる。しか

し、（a）景気に対して安定的、（b）課税ベースが広く、低い税率で多額の税収を確保可能、

（c）生産要素（労働と資本）の選択に対して中立的、などの長所を有する。さらに、付加

価値に応じた納税額の上下限制度の存在により、実質的に付加価値に応じた課税がすでに

実現されている点も見逃せない。 

 付加価値を課税標準に加えることにより、雇用への影響が考えられる。前述のように、

付加価値の約 6 割は支払給与となっているからである。しかしながら、経済分析・予測局

によると、職業税の課税標準を完全に付加価値に変更することにより、投資を促進するの

みならず、限定的ではあるが雇用も促進されるとの推計が出されている。 

 報告書では、会計上の課税標準（assiette comptable）として、付加価値の他に、売上

高、純収益（résultat net）、営業黒字（excédent brut d’exploitation）に関しても、

職業税の課税標準としての可能性を検討している。 

 まず、売上高は、４種類の課税標準の中で最も課税ベースが広い。生産工程の意思決定

（内部化 or 外部化）に中立であり、また、国内生産業者と輸入業者に対しても中立的であ

る。しかしながら、売上高では生産コストや付加価値、収益が反映されないため、企業の

担税力を的確に捕捉できない。 

 これに対して、純収益は法人税の課税標準としてすでに利用されており、企業の担税力

を最も良く反映する。しかし、課税ベースとしてはもっとも狭く、また景気変動に対して

敏感である。さらに、課税標準を純収益へ変更することにより税負担の増加が予想され、

フランスの国際競争力を低下させる恐れがある。 

 営業黒字は、付加価値から人件費および租税を控除した概念である。人件費が控除され

る分、付加価値よりも企業の担税力を反映する。しかし、営業黒字の概念はこれまで課税
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標準として全く利用されたことがないため、税務当局にとって技術的困難を伴うと考えら

れる。また、４種類の会計上の課税標準の中で、景気変動に対して最も敏感である。 

 ④従業員５人未満の自由業者の場合 

 従業員５人未満の自由業者の場合、課税標準は事業収入の６％とされているが、仮に課

税標準を付加価値に変更したとしても、事業収入と付加価値との間には強い相関関係が存

在するため、負担に大きな変化はないと予測される。しかし、特に収入の低い自由業者に

とっては、付加価値の計算は困難である。したがって、従業員５人未満の自由業者の場合

には、選択制により現行制度の維持を認める。 

（２） 税率 

 報告書では、職業税の税率のあり方に関して、（a）全国一律で課税、（b）地方公共団体

が決定（制約なし）、（c）地方公共団体が決定（制約あり）、の３種類を比較検討している。 

 （a）の場合、企業にとっては納税額の計算が簡素化される。しかし、地方公共団体にとっ

ては、税率決定権が奪われると同時に、地方公共団体間における負担配分の著しい変化が

発生すると予想される。 

 （b）および（c）は、地方自治の観点から望ましい。また、（a）の場合のように地方公

共団体間での負担配分の変化を発生させない。しかしながら、（b）の場合は、地方公共団

体間の税率格差を拡大させ、地方公共団体間の競争を激化させる。 

 以上の理由により、報告書では、（c）が望ましいとしている。（c）は、課税標準の一定

割合の形で、国が税率に上限と下限を設定する方法である。これにより地方公共団体間で

負担配分の変更が発生するが、それに対しては、補助金で調整するか、もしくは地方公共

団体間での税収の再分配システムを構築することが望ましいとする。すなわち、現実の税

率が新たに設定された税率の上限を上回る団体（貧困団体）は税率の引き下げを求められ

るが、それにより失う税収は、現実の税率が新たに設定される下限を下回り、税率の引き

上げを求められる団体（富裕団体）の税収増加分によりまかなわれるものとする。言い換

えると、各地方公共団体にとって改革前と改革後の税収が等しくなるように、税率の上限

と下限が設定されることになる。 

 職業税の税率と他の地方税（不動産税、住宅税）の税率とのつながりに関しては、事業

用不動産の賃貸価値に係る分の税率については、現行制度を維持することが望ましいとす

る。しかし、新たな会計上の課税標準に係る税率に関しては、明確な提言を行っていない。 

 

－23－



（３） 特別措置 

 報告書では、各種の免除および減額措置のあり方に関しても検討し、以下のような提言

を行っている。 

 第一に、国土整備政策および都市政策の観点から設けられている地域的免除（一時的免

除）、教育・文化・芸術等の分野に対する恒久的免除、担税力の弱い納税者（職人等）に対

する恒久的免除および減額措置は継続する。 

 第二に、事業用償却資産の賃貸価値を課税標準から除外するため、事業用償却資産に関

する優遇措置は廃止する。これには、新規対象施設に対する課税ベースの半額控除、特定

の償却資産（線路、ケーブル・配管、トラックおよび自動車、公害対策装置、給排水施設

など）に対する非課税措置等が含まれる。 

 第三に、民間企業との間の競争関係を歪める、各種協同組合（職人組合、共済組合、互

助会など）に対する優遇措置は廃止する。また、公共団体に対する優遇措置に関しても、

民間企業と競合する場合は、その廃止を検討する。 

 第四に、農業に対する恒久的免除に関しては、未建築不動産税の廃止と引き替えに、そ

の廃止を検討する。また、各種農業協同組合に対する優遇措置は、担税力の低い場合に限

定する。 

 （４）州の職業税廃止 

 前述のように、現行制度では、複数の地方団体で職業税が課税されているため、納税者

にとってわかりにくい制度となっている。また、国庫負担も大きくなっている（表３）。 

報告書では、企業および国庫負担の軽減、新たな職業税システムにおいて税率の枠組み（上

下限）の設定が容易になることなどの理由から、州段階での職業税を廃止することを提言

している。ただし、廃止に伴い発生する財源の減少を補填するための措置に関しては言及

していない。 

 

２. 改革の影響 

（１）地方財政 

 課税標準および税率の改革により、市町村広域行政組織の職業税収が減少し、逆に市町

村の税収は増加すると予測される（表４）。 

 地方公共団体間における負担配分の変化に対しては、前述のように、補助金の調整もし

くは地方公共団体間での再分配システムにより対応されることになる。 
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＜表４＞ 職業税改革の地方財政への影響 

 改革案Ａ 改革案Ｂ 

改革により税収増となる市町村広域行

政組織数 

100（100） 150（200） 

  うち増加率 50％ 50 70 

改革により税収増となる市町村 6,600（1,000） 8,400（1,500） 

  うち増加率 50％ 3,000 3,950 

改革により税収減となる市町村広域行

政組織数 

170（-600） 340（-950） 

  うち減少率 50％ 15 20 

改革により税収減となる市町村 5,300（-500） 7,400（-750） 

  うち減少率 50％ 1,100 1.650 

市町村広域行政組織の収支 -500 -750 

市町村の収支 500 750 

(注)・カッコ内は、税収の変化額（単位は不明）。 

  ・改革案Ａ（課税標準：事業用不動産の賃貸価値および付加価値、税率：1.2〜3.2％） 

  ・改革案Ｂ（課税標準：事業用不動産の賃貸価値および付加価値、税率：1.5〜2.6％） 

(出所)  Commission de Réform de la Taxe Professionnelle[2004b],pp.80-81. 

 

（２）企業活動 

 課税標準を事業用不動産の賃貸価値および付加価値へ変更し、税率に上下限を設けるこ

とにより、資本集約的な工業やエネルギー産業の負担割合が減少すること（49％→44％）

が予測され（表５）、フランス産業の国際競争力の向上に資すると考えられる。 

 他方、改革により中小企業の負担割合の上昇が予測される。表６で示されるとおり、特

に売上高 200 万ユーロ以下の企業の負担割合の増加が著しい。この点に関して報告書では、

付加価値に対する一定割合の控除を適用することを提言している。 

 

＜表５＞ 職業税改革の企業活動への影響 

産業 企業数 負担割合（2003 年） 負担割合（改革案Ａ） 負担割合（改革案Ｂ） 

工業・エネルギー産業 272,100 49％ 45％ 44％ 

商業 278,500 14％ 17％ 17％ 

サービス業 376,900 32％ 32％ 33％ 

金融業 11,300 5％ 6％ 6％ 

総計 938,800 100％ 100％ 100％ 

売上高（1,000 ユーロ） 企業数 負担割合（2003 年） 負担割合（改革案Ａ） 負担割合（改革案Ｂ） 

0〜2,000 828,800 13％ 17％ 17％ 

2,000〜10,000 82,100 12％ 13％ 13％ 

10,000〜50,000 21,600 16％ 14％ 14％ 

50,000〜 6,300 60％ 56％ 57％ 

総計 938,800 100％ 100％ 100％ 

(注)・改革案Ａ（課税標準：事業用不動産の賃貸価値および付加価値、税率：1.2〜3.2％） 

  ・改革案Ｂ（課税標準：事業用不動産の賃貸価値および付加価値、税率：1.5〜2.6％） 

(出所)  Commission de Réform de la Taxe Professionnelle[2004b],p.92. 
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おわりに 

 

 フーケ委員会報告書では、職業税に関して、各種の免除および減額措置の見直し、州段

階での課税の廃止に関しても提言を行っているが、議論の中心は、課税標準の抜本的見直

しにある。その骨子は、①事業用償却資産に対する課税は、他のＥＵ諸国と比較して特異

であり、それが、国際競争力の阻害、企業投資・雇用の抑制、税収の地域間格差の原因と

なっている。したがって、課税標準から事業用償却資産の賃貸価値を除外して、付加価値

を新たに導入すべきである、②事業用不動産の賃貸価値は存続する、③従業員５人未満の

自由業者の課税標準に関しては、付加価値もしくは現行の事業収入のいずれかの選択を認

める、というものである。ただし、報告書の提案どおり課税標準を付加価値に変更したと

しても、付加価値の中には事業用償却資産を賃借している場合の賃貸料も含まれるから、

事業用償却資産の賃貸価値が完全に課税標準から消え去るわけではない点には注意が必要

である。 

 さて、報告書では、課税標準変更の効果に関して、納税者間および地域間における負担

配分の変化を詳細に分析している。また、企業投資および雇用に対する影響については、

経済分析・予測局の分析結果を引用している。 

 しかしながら、課税標準変更の根拠の一つである、職業税のもたらす国際競争力への影

響に関しては、必ずしも説得力のある説明がなされているわけではない。ヒアリング調査

では、「産業界は国際競争力を阻害していると主張するが、明確な証拠がない」、「フランス

への直接投資額は世界第３位であり、職業税の影響は小さい」といった、否定的な見解が

あった。償却資産に対する課税の負担は、確かに資本集約度の高い特定の業種に偏ると考

えられる。しかし、国際競争力への影響に関しては、まず社会保険料（雇用主負担分）や

あらゆる企業関連税を含む総合的な企業負担の実態を、国際比較の視点も含めて明らかに

することが必要である。さらに、企業の国際立地に影響を与える社会保険料や税以外の要

因も考慮し、それぞれの影響度を実証的に分析することが求められよう。 
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第５ 韓国における資産課税の現状について 

 

 大韓民国行政安全部年金福祉課書記官の朴均朝氏から発表していただいた。 
 韓国の盧武鉉前大統領は、財産の保有課税の強化を国政の最大課題として決定し、税制

改革をしたが、今の季明博大統領は、国税である総合不動産税の課税対象の緩和などを検

討している。 

 

１ 地方財政・税制の現況について 

 ①地方予算規模は約 125 兆ウォン（2008 年 10 月 31 日現在、1円は 12.93 ウォン）。 

 ②依存財源は 47.8 兆ウォン（38.3％）。 

うち、地方交付税が 24.1 兆ウォン（19.3％）。 

国庫補助金が 23.7 兆ウォン（19.0％）。 

 ③自体財源は 77.1 兆ウォン（61.7％）。 

うち、地方税が 43.5 兆ウォン（34.8％）。 

地方債が 3.5 兆ウォン（2.8％）。 

 ④地方税の規模・比率が 43 兆ウォン（4.8％）。 

 ⑤財政自立度は全国平均で 53.9％。 

 ⑥財政自主度は全国平均で 79.5％。 

 ⑦地方税収入で人件費未解決団体は 131 団体。 

韓国の基礎自治団体は 245 団体で市・郡・区から構成されている。 

 ⑧自体収入で人件費未解決団体は 30 団体。 

 ⑨市道税、広域税は 30.5 兆ウォン（70％）。 

基礎自治団体の税は 13.0 兆ウォン（30％）。 

７割対３割ぐらいの比率。 

 ⑩及び⑪は後ほど説明。 

 ⑫国税と地方税の比率は約８対２で、韓国の場合は２割自治と言われている。 

 ⑬総財政使用額の国家と地方の比率は、約４対６となっている。 

 ⑭首都圏（ソウル、ソウルの周りの京畿道、仁川広域市）と非首都圏の比率は、約６対

４で、首都圏のほうが多くを占めている。 

 ⑯財産課税は 21 兆 2,686 億ウォン（48.8％）日本と比べて差が少しある。 

 

２ 地方行政の現況について 

 ⑤日本は 47 都道府県であるが、韓国の場合は広域自治団体が 16 個。うち、広域市が５

個、道が９個。 

 ⑥基礎自治団体数は 230 個。 

 ⑦住民登録人口は、約 5,000 万人です（2008 年度基準）。 

 ⑧首都圏の人口は、約 2,400 万人（48.6％）。ソウルの人口は、約 1,000 万人。 

  首都圏と非首都圏の均衡、発展のために、首都圏の規制緩和要求が出されている。 

－55－



例えば首都圏の場合は、開発、税金の問題がある。首都圏の周りにグリーンベルト（開

発制限区域）が残っていること、税金が重なる制度や、工場に対する財産税が一般税

率の５倍ぐらい賦課がされる制度がある。 

 

３ 地方財政の現況について 

  2008 年度の当初予算規模は約 125 兆ウォンとなっている。その内依存財源は約 48 兆

ウォン（38.3％）、自体財源は 77 兆ウォン（61.7％）となっている。 

 

４ 地方税の基本現況について 

2008 年度の当初予算のうち総税収規模は約 43.5 兆ウォン（34.8％）。対前年度比で

14.4％の増となっている。 

韓国の地方税の特徴としては、 

ⅰ 税額が零細し、地方自治団体間の税収の不均衡が生じている。例えば韓国の場合

は、地方税の数は 16 税目あるが、免許税、農業所得税等７税目が税収１兆ウォン

未満となっている。そして、首都圏において、全体の約60％を占めており、非首都圏

においては約40％を占めている。首都圏においては人口も２分の１以上を占めている。 

ⅱ 財産課税の比率が大きく、所得・消費課税の比率が低い。財産課税は、取得税、

登録税、財産税などで税収全体の 48.8％で、所得・消費に関する課税は税収全体の

32.1％を占めている。 

ⅲ 日本と同じように、地方税の制度は行政安全部が所管し、課税行政は、246 個の

自治団体別に独立的にしているが、多様性とか、自主性とかは少し難しく、統一性

と効率性間の調和が必要だと考えられている。 

つまり、地方税は、地方の行政需要を充足するには不足し、地方の所得・消費活動と

税収の連携が不足していると考えられている。 

 

 (1) 地方税収現況について 

  ① 地方税の税目 

地方税の税目は 16 個となっている。うち、特別市（ソウル市）・広域市税は 13

個、自治区税が３個となっている。ソウル特別市の場合は、25 個の自治区という

地方自治団体がある。また、広域市の中にも自治区がある。 

道税は７個、市・郡税は９個になっている。 

   （P.76＜図＞主要税目別税収規模 参照） 

 

  ② 年度別、自治団体別の現況 

韓国では 1995 年度に首長の直接選挙があり、約 76％であった市道税は 2008 年

度には約 70％まで減少し、約 24％であった市郡区税は 2008 年度には約 30％まで

増加している。それは、基礎自治団体から要求されて、それがだんだん上がってい

るところである。 
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（P.76＜表＞年度別／自治団体別現況 参照） 

 

  ③ 租税の中での地方税の比率 

    国税と地方税の 2008 年度の比率は８対２となっている。 

   （P.77＜表＞租税中 地方税 比重 参照） 

 

  ④ 地方税の性質別区分 

所得課税は 16.3％、消費課税は 15.8％、財産課税は 48.8％を占めている。 

地方の自主性向上・自立強化のためには、地方所得税や地方消費税を導入したい

と思い検討されているが、なかなか困難な状況である。 

   （P.77＜表＞地方税 性質別 区分 参照） 

 

  ⑤ 税目別の税収現況 

主なものは、登録税が 7 兆 1,432 億ウォン（16.4％）、住民税が 7 兆 1,085 億ウ

ォン（16.3％）、そして、取得税が 6 兆 8,987 億ウォン（15.8％）となっている。

農業所得税は、３年間猶予されて税額がゼロになっている。 

   （P.78＜表＞税目別 税収現況 参照） 

 

 (2) 地方税の税目配分体系 

  ① 市税と自治区税 

市税と自治区税は、ソウル特別市と釜山、大邱などの広域市のシステムである。 

市税は 13 税目、区税は３税目となっている。区税の場合は、普通税として免許

税、財産税があり、目的税として事業所税がある。ソウル市は今年から自治区の間

の財産税の不均衡を解消するために特別市と自治区の間に財産税を共同で課税す

ることになっている。 

   （P.79＜図＞市税と自治区税（特別市・広域市） 参照） 

 

② 道税と市郡税 

道税は７税目、市郡税は９税目となっている。 

   （P.79＜図＞道税と市郡税（道） 参照） 

 

５ 地方予算の現況 

 ① 地方予算現況 

2008 年度の予算規模は、約 125 兆ウォン。 

   （P.80＜表＞歳入財源別予算規模 参照） 

 

② 国家財政と地方財政の比較 

予算規模は、国家は 54.5％、地方は 45.5％となっている。 
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財政使用額は、国家は 40.3％、地方は 59.7％となっている。 

 

６ 地方財政調整制度 

 ① 地方交付税 

地方交付税は、2008 年度、約 29 兆ウォンとなっている。その内、約 25.8 兆ウォ

ンが法定分で内国税の 19.24％であり、この率は法律で決めている。韓国の場合は、

国税の中に関税と内国税があるが、関税を除いて内国税の 19.24％が地方交付税にな

っている。（日本の場合は、地方交付税は所得税及び酒税の 32％、法人税の 32％、消

費税の 29.5％、たばこ税の 25％となっている。）法定分に 3.2 兆ウォン規模の総合不

動産税を含めて地方交付税になっている。 

（P.83＜表＞地方交付税：29.0 兆 参照） 

 

 ② 国庫補助金 

国庫補助金は 25 兆ウォンである。 

 

７ 地方税の非課税・減免状況 

 ① 非課税・減免の総括 

規模は 8.1 兆ウォンである。 

   （P.84＜表＞非課税・減免総括 参照） 

 

 ② 年度別の非課税・減免現況 

非課税・減免の規模は、地方税総額に対して 16.4％を占めている。 

地方税法等の他の法律によって減免しているのが 88％、地方自治団体の条例によ

って減免しているのが 12％となっている。非課税・減免については、国家の政策に

よって全部決まるので地方の自主性は低くなっている。日本の場合は、地方税法の中

で非課税とか、減免するときに、地方団体の条例により決定される制度があるが、韓

国の場合は、例えば地方自治団体から、何か地方税を非課税とか、減免とかするとき

には、行政安全部長官の許可を受け、地方議会の議決を受けて、減免とか、非課税す

ることになっている。本制度についても、問題があり、現在も検討しているところで

ある。 

   （P.84＜表＞年度別 非課税・減免 現況 参照） 

 

８ 租税の規模 

地方税と国税の税目別に図のようになっている。 

韓国の場合は、日本のように法定外税は、現在、課税していない。 

国税の付加価値税の収入が地方税全体より多いのがわかると思う。 

  （P.85＜図＞参照） 
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９ 韓国の地方税の税目別概要 

 (P.86「韓国の地方税の概要」参照) 

 (1) 取得税 

取得税は、不動産などの取得にかかわる税金である。日本の場合は国税であるが、

韓国も日本のように、租税の法律主義を採用しており、「憲法であらゆる国民は法律

の定めるところにより納税の義務を負うこと」、「私たちが納める税金は、私たちが選

んだ代表による議会で定める法律や条例によってのみ課税化されるということ」を法

則している。 

不動産は、韓国の場合は、土地、建築物、車、機械装置、立木、航空機、船舶、漁

業権、総合体育施設利用券、乗馬会員券などを取得したときにかかる税金である。一

般税率は、取得した価格の２％になっており、個人間の有償取引取得の住宅の場合は、

取得税額の 50％が減免になる。これは、取引税は下げ、保有税は上がるという政策

から 50％を減免することとしている。 

大都市内での工場の新設とか、本店の事業用不動産については、一般税率の３倍を

重課する制度となっている。例えば別荘、ゴルフ場、高級住宅、高級娯楽場、高級船

舶の場合は、一般税率の５倍を重課されている。課税標準は、取得したものの不動産

の価格、いわゆる時価標準価格になっている。 

 

 (2) 登録税 

登録税は、財産権とか、そのほか権利の取得、移転、変更に関する事項を公簿に登

記または登録する行為に対して課税する税金である。日本は国税になっている。韓国

の場合も、もともとは国税であったが、1976 年度に付加価値税を導入し、現在も付

加価値税の税率は 10％になっているが、その時に食べ物等が地方税になっている部

分があったが、それが付加価値税になって、登録税を国税から地方税に変え、その後、

付加価値税は国税になっている。税率は登録の形によって異なっている。 

 

(3) レジャー税 

レジャー税の課税対象は、競輪、競馬の勝者投票券などを発売し、投票的中者に対

してお金を払う行為にかかる税金である。納税義務者は、課税対象に該当する事業を

営む者である。税率は発売金の総額の 10％になっている。このレジャー税は、競馬

等の所在地と市道に按分している。現在は、所在地に 60％、市道に 40％となってい

る。 

 

(4) 免許税 

免許税は、特定の営業設備とか、または行為に対する権利の設定とか、禁止の解除

をする行政処分と申告の受理とか、登録などの行政行為についてかかる税金である。

日本の場合は国税である。 

 

－59－



 (5) 住民税 

住民税は、日本と同じシステム・構造になっているが、均等割の納税義務者は、市

郡内に住所、事業所を持っている個人、法人になっている。所得割の納税義務者は、

所得税、法人税、農業所得税である。農業所得税は、現在は３年間停止した後、廃止

するという検討をしている。現在、韓国で一番問題になっているのが、個人均等割・

個人均等割は、一人当たり１万ウォンの範囲内で自治団体の条例で定める税率で賦課

されることとなるが、現在、賦課されている自治体は一つのみである。1998 年度の

選挙のときに忠
チュン

清
チョン

北道
プ ク ド

の報恩
ポ ウ ン

郡
グン

という郡の郡守がこの住民税の税率を１万ウォンに

上げて、次の選挙に落ちたことがある。住民税の税率については、国民、住民の声が

強い。 

 

(6) 自動車税 

自動車税は、自動車を所有しているときにかかる財産税の一種である。課税対象は、

自動車管理法に登録、申告する車である。乗用自動車の場合は、排気量掛けるＣＣに

より１年度の税額が決定される。1,600ＣＣ未満の場合は、現在、ＣＣ当たり約 220

ウォンとなっている。この自動車税も、アメリカとのＦＴＡ（自由貿易協定）の締結

によって廃止が予想されている。そして、次の自動車税の納期とか、期間別の日割に

よって計算される制度を持っており、１年度の税額を一時納税する場合は、残り期間

の自動車税の 10％税額が減額になる。 

 

(7) 走行税 

交通税は国税であるが、走行税は、ガソリン、軽油の交通税の税金の納税義務者に

対して地方税を課税するものであり、精油会社と油類を輸入している方に賦課する税

金である。 

 

 (8) たばこ消費税 

たばこ消費税は、日本と同じように、たばこの消費に対して課する税金で、たばこ

の価格の中に含まれている。例えば韓国の 2,500 ウォンのたばこではたばこ消費税は

640 ウォンぐらい、価格の約２５％を占めている。 

 

 (9) と畜税 

と畜税は、牛、豚の屠殺行為に対して課される税金であり、税率は１％になってい

る。この税目も、韓国とアメリカのＦＴＡの締結によって廃止が予想されている。 

 

(10) 事業所税 

事業所税は、市郡内に所在する事業所が課税対象であり、財産割と従業員割に分か

れている。日本も同じシステムだと思いう。 
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(11) 地域開発税 

地域開発税は、日本と少し違う税目である。日本の場合は、法定外税があるが韓国

にはないので、1995年度の首長直接選挙とともにこの地域開発税が導入されている。

課税対象は、発電用水、地下水、地下資源、コンテナ、原子力発電である。日本の鉱

産税と似ている税金だと思っているが、この中で、現在、地下資源課税対象は約 97％

を石灰石で占めている。コンテナの場合は、コンテナ１ＴＥＵ当たりで１万 5,000 ウ

ォンの税率になっており、原子力発電の場合は、１キロワット当たり 0.5 ウォンの税

率になっている。 

 

 (12) 地方教育税 

韓国は、日本とは異なり、一般自治と教育自治に分かれており、教育に必要な税金

を与えるために導入された税金である。国税にも教育税という名前の税金がある。課

税標準と税率は、現在、登録税額の 20％、レジャー税額の 60％（2009 年度から 40％）、

住民税均等割の 10％（人口 50 万以上の市の場合は 25％）、財産税の 20％、自動車税

の 30％、たばこ消費税の 50％が地方教育税となっている。 

 

 (13) 農業所得税 

農業所得税は、現在は政策的な目的から 2008 年まで３年間停止しているが、アメ

リカと韓国の貿易協定締結によって、廃止されることが予想されている。現在は、今

年の定期国会で地方税法が改正されることになっている。 

 

 (14) 財産税 

財産税は、土地、建物、住宅、船舶、飛行機、そうしたものに課税されるものであ

り、課税基準日は６月１日となっている。納期は７月、土地の場合は９月、住宅の場

合は、７月と９月の２回に分けている。この財産税は、毎年６月１日現在で、基礎自

治団体に土地とか、住宅を所有している方に課税される税金である。日本と同じだと

思っている。 

 

 (15) 都市計画税 

都市計画税は、日本とちょっと似ている税目である。都市地域内の土地、建物にか

かる目的税であるが、使用目的は、一般の税のように使用されており、財産税とあわ

せて告知します。 

 

(16) 共同施設税 

共同施設税は、消防施設、汚物処理施設などに課する目的税である。 

 

 (17) 地方税につく附加税（サータックス） 

サータックスは、取得税の中には、不動産などについて２％であるが、サータック
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スとして、農業特別税（国税）、取得税額の 10％、取得税減免税額の中に 20％が入っ

ている。そして、登録税も 0.2％ぐらいから２％のような税率とか、3,000 ウォンと

いう税率があるが、農業特別税は国税として登録税減免税の 20％を含めている。レ

ジャー税は 10％の税率であるが、農業特別税として国税は 20％を含めている。その

農業特別税が何で導入されたかというと、税金で農業を助けようということで、それ

を特別附加税として農業特別税を導入した経緯となっている。 

 

10 韓国の保有資産（住宅・土地）課税（地方税） 

 (1) 課税標準 

住宅の場合は、住宅公示価格の 55％が課標適用比率となっている。 

土地の場合は、個別公示地価の 65％が課標適用比率となっている。 

課標は地方税法で定めており、毎年５％ずつ上がることによって、住宅の場合は、

2017 年に 100％適用になり、土地の場合は、2015 年に 100％適用になる形となってい

る。 

住宅の保有税実効税率１％達成が一番の目標である。それは家族別に合算して課標

が６億ウォンを超える住宅の実効税率を１％になるという形に、その制度を導入して

いる。なお、住宅の場合は、2005 年度から国家が価格を公示しているが、日本の一

戸建てのような単独住宅の場合は、基礎自治団体が調査をして公示をしている。日本

の場合はマンションという共同住宅、韓国の場合はアパートと言われているものの場

合は、民間ではなく、政府が指定した韓国鑑定院が調査をして国土海洋部長官から告

示されている。 

土地の場合は、日本と同じ、基礎自治団体が調査をして告示している。標準地と標

準住宅の価格は、国家が決定し、告示されることになっている。共同住宅の場合は約

20 万戸、標準地は約 50 万筆になっている。 

 

 (2) 財産税の賦課徴収 

告知書は、納期開始日５日前まで発給することになっており、告知書１枚当たり

2,000 ウォン未満の場合には徴収されていない。 

賦課原則は、現況賦課であり、事実上の現況で賦課し、課税衡平の原則が適用され

ている。 

 

 (3) 税負担の上限制度 

この制度は、2005 年度の取引税率を下げ、保有税率を上げることによって導入さ

れた制度である。税が昨年の税より 50％以上超える場合、100 分の 150 に該当する金

額を当該年度において徴収する税金になる制度である。その中で、住宅の場合は公示

価格の３億ウォン以下は５％、そして、３億ウォン超過６億ウォン以下は 10％、そ

して、６億ウォンを超過するときは 50％になる。これは、例えば昨年の住宅の財産

税が 100 円であったら、今年の住宅の財産税は 150 円以下になるシステムです。  
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税負担の上限適用がある税目は、財産税、都市計画税、共同施設税の３つになって

いる。税負担の上限制を導入した理由は、昨年度対比、急激な税負担の増加を抑える

ためである。アメリカ等はこのような制度があるが、それは保有税改革によって課標

が上がり、その税金が上がっていることから、国民税負担を減らすために導入された

制度である。 

 

 (4) 住宅の財産税 

地方税の住宅は、住宅法の第２条に規定されている。 

税率は、課標 4,000 万ウォン以下は 0.15％。別荘のような高級住宅の税率は、通

常より重課しており４％になっている。 

 

 (5) 土地の財産税 

土地の財産税は、現在、分離課税、別途合算課税、総合合算課税の３つの区分に分

けて課税している。 

① 分離課税 

土地の価格を課税標準として、筆地別に土地の利用用途によって税率を変更し課

税することになる。例えば、農地、牧場、工場の用地などの生産的な土地には低い

税率を適用し、別荘、ゴルフ場用地などの土地については４％の高い税率になって

いる。 

 

② 別途合算課税 

対象土地の価格を合算して課税標準を計算して、累進税率を適用して課税するこ

とになる。課税対象は、一般建物の土地について賦課されるのが一番になっており、

税率は 0.2 から 0.4％まで３段階で累進税率を適用している。例えば課標として２

億ウォン以下の場合0.2％の税率になっている。別途合算課税と総合合算課税では、

総合合算課税のほうが税率は高くなっている。 

 

③ 総合合算課税 

対象土地の価格を合算して課税標準を計算して、累進税率を適用して課税するこ

とになる。総合合算課税は、別途合算課税、分離課税対象の土地を除いた土地に対

して、納税義務者が自分の市や郡内に所在する総合合算課税対象の土地の価格を合

算した価格が課税標準になっている。税率は 0.2 から 0.5％の３段階であるが、累

進税率を適用している。例えば別途合算課税の場合は、課税標準２億ウォン以下は

0.2％の税率が適用されているが、総合合算課税の場合は、5,000 万ウォン以下は

0.2％の税率が適用されているので、総合合算の場合、税率が高くなっている。 

 

11 韓国の保有税制改革と税制運用 

 前の盧武鉉政府のときには不動産価格が上がり、税金等の問題を解決する政策が必要
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であった。これを解決するために、国策によって不動産問題を解決することとされたこ

とが推進の背景となったところである。2004 年度以前の住宅の場合は、住宅に対する

面積別に課税する形だったので、税負担の不均衡が発生した。それは時価を反映しない

もので低い住宅所有者から不満が出て、不動産などの投機を抑えるための税制強化が必

要になったことからである。2004 年以前の財産税実効税率は、土地の場合は 0.1％ぐら

いで、その時日本では 0.3％～１％ぐらい、アメリカでは１％～２％ぐらい、それに対

して、韓国は、日本とかアメリカより低いと思い、保有税について高くすることになっ

ている。 

 

(1) 財産税制の改編比較 

① 課税対象 

2004 年の前の課税対象は、土地、建物、船舶、航空機となっているが、2005 年

に変更しており、土地、建物、住宅、船舶、航空機となっている。変更点としては、

住宅を新設することになっている。 

 

② 課税標準 

2004 年度の土地の課標は、個別公示地価掛ける適用比率が全国平均 39.2％とな

っているが、税制改革によって、2005 年の土地の場合、個別公示地価の 50％にな

っている。それが一番重要な部分である。 

そして、2006 年度から毎年５％ずつ上がって、2008 年には 65％、そして、2015

年には、個別公示地価の 100％になることとなる。 

建物の課標は、新しいものをつくるときに、１平米当たり 18 万ウォンであるが、

それが上がって、2005 年には 46 万ウォンになり、2008 年には 51 万ウォンになっ

ている。 

住宅の課標は、2004 年以前は、建物に含めて財産税を課税されていたが、住宅

は別の課税として導入することとして、住宅公示価格の 50％になっている。これ

も今年から毎年５％上がって、2017 年度には 100％になることとなる。住宅公示価

格であるが、例えばとあるアパートの場合、売買価格は約３億 3,000 万ウォンであ

るが、今年、政府が公示した価格は２億ウォンぐらいである。そして、80％ないし

90％くらいになっている。面積が広くて、値段が高いアパートは 90％を適用し、

庶民的なアパートは 80％を適用して公示されている。 

 

  ③ 税負担の上限制 

税負担の上限制は、2004 年度以前にはないが、2005 年度に導入して、2006 年度

から変更されている。2005 年度の場合は、50％以上はできないことになっている

が、住宅の場合、2006 年度から住宅公示価格をベースに５％、10％、50％になっ

ている。 

   （P.102 資料－１【財産税制 改編 比較】参照） 
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 (2) 保有税制改革の基本方向 

 財産保有税改革をするときに、同じ価格は同じ税金にすることを１番に考えた。面

積別に財産税を課税するので、例えばソウル市内に存在しているアパートと地方に存

在しているアパートとは値段が違うが、地方に存在しているアパートとか、住宅とか

の面積が広ければ、税金がソウルより高くなるので、それは国民の問題になっている。

それを解決するために、同じ値段の場合は同じ税金を実現することが導入されている。 

 そして、２番目に考えたのが、地方自治団体の財政調整役割を強化すること。そし

て、財政自立度（2008 年度の全国平均 53.9％）を向上させること。そして、国家政

策機能を支援すること。これが保有税改革の基本方向になっておりました。それが何

か不動産の投機を抑えることになって、最終的には取引税は下がり、保有税は上がる

ことになっている。そして、税率とか、課税標準が変更されている。 

   改革をするとき、今も同じ話が出ているが、韓国の場合、保有税が３割、取引税が

４割ぐらいで、アメリカとか、日本とかのように先進国と比べて９対１ということが

出て、取引税は緩和し、保有税は強化することが目的として導入されている。 

 

 (3) 保有税制改革の主要内容 

① 住宅に対する土地と建物の統合評価 

・ 住宅に対する土地と建物は、それを含めて評価されている。日本の固定資産税

は、土地と建物で分けて評価をしているが、韓国は、住宅に対しては、一般の建

物を含めて課税されている。 

・ 評価体系を原価方式から時価方式に変更している。 

・ 住宅の公示価格制度を導入して、価格情報等を国民に対して提供するととも

に、課税の基準価格として活用されている。 

・ 課標の現実化に伴い、登録税、取得税などの税率を引き下げることになってい

る。例えば、取得税の場合、一般税率は２％ですけど、住宅に対しては１％とし

て、50％を減免することになっている。取引税率が下がり、保有税が上がること

が主なシステムだと考えられる。 

・ 住宅の公示価格は、国税の場合は総合不動産税、譲与税などに使用されてお

り、地方税の場合は財産税、登録税、取得税に使用されている。また、保険料の

算定の基礎資料としても使用されている。 

  

② 2007 年度の住宅価格公示結果 

 韓国の場合、現在、住宅は全部で 1,333 万戸になっている。共同住宅は 903 万戸、

単独住宅（一戸建て）は 430 万戸となっている。それは国家（中央政府）から全部

告示されている。（単独住宅は、地方自治、基礎自治団体や首長から告示されてい

る。）前年に対しての価格上昇率は、共同住宅の場合は 22.8％、単独住宅の場合は

6.2％となっている。また、地域別に見れば、共同住宅価格は、ソウル特別市の江

南区などの５つの区の場合 31％上がった。これはアパートの値段が上がったとい
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うことでなくて、国家（中央政府）から発表された公示価格が昨年度と比べて 30％

上がったことによるものである。 

そして、果川市というソウル市内の衛星都市があるが、この都市も約 50％上昇

している。この果川市は、工場が無い都市で、計画都市として政府庁舎の建物だけ

である。 

そして、城南市もベッドタウンとして約 47.3％上昇している。今年の場合も約

10％上昇することが予想されている。 

そして、昨年度の個別公示地価は、全国平均で 11.6％ぐらい上がることになっ

ている。 

 

③ 住宅公示価格別税制（2008 年現在） 

   ・ 財産税額上限は、公示価格３億ウォン以下の場合は、前年度税率に対して５％

が上限。３億ウォンから６億ウォンまでの場合は 10％が上限、６億ウォン以上

の場合は 50％が上限となっている。６億ウォン以上の場合は、高級住宅なので

税金負担が増えている。 

・ 総合不動産税の課税対象は、住宅公示価格６億ウォン超える住宅に対してのみ

課税されており、上限は、世帯別に合算して３倍ぐらいになっている。例えばソ

ウル市内に共同住宅を一戸、釜山、光州等地域別に住宅を持っているときに、こ

の住宅の価格を全部合算して６億ウォン以上の場合、総合不動産税がかかってく

ることとなる。税の上限は300％となっており、制度的に３倍以下になっている。 

   ・ 住宅購入資金の申告は、６億ウォン以下の場合は申告制度はないが、６億ウォ

ン以上の住宅を購入するときは、税務署に申告することが法律で決められている。

それも不動産の投機を抑えるために導入された制度だと思う。 

    (P.104 資料―３【住宅公示価格別税制（2008 年 10 月現在）】参照) 

 

  ④ 総合不動産税（国税）の新設 

   ア 課税対象 

課税対象は、公示価格６億ウォンを超える住宅であり、全国の住宅を世帯別に

合算して課税する形になっている。総合不動産税の課税対象は住宅と土地だけで

あり、課税対象別に一定金額を超える部分について課税することになっている。

分離課税の土地については、総合不動産税は課税せず、全国の別途合算土地、総

合合算土地に対して、その土地を世帯別に合算して課税されることになっている。 

 

イ 財産税と総合不動産税賦課 

○ 住宅 

住宅の場合は、アパート、一戸建て、多世帯、多家口に課税する。住宅の場

合は財産税も課税するし、総合不動産税も課税する。オフィステールの場合も

同様である。別荘の場合は、高い税率を通じて財産税を賦課するので、総合不
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動産税は課税しない。 

 

    ○ 建築物 

一般建物の場合は、商業用、事務室、工場の場合は、財産税は課税するが、

総合不動産税は課税しない。それは、企業を支援するために制度をつくったと

き、導入されたものである。 

 

    ○ 土地 

      土地の場合は、分離課税の場合、農地や林野などの土地は、財産税で財産税

率は 0.07％ぐらい。ゴルフ場や高級娯楽場用などの土地の場合は、４％と高

い財産税率が適用されている。なお、ゴルフ場、高級娯楽場の土地に対して総

合不動産税は課税しない。 

     (P.105 資料―４【財産税と総合不動産税 賦課】参照) 

 

    ○ 綜合不動産税税率 

      住宅分の税率であるが、住宅公示価格が課税標準になっており、３億ウォン

以下の場合、例えば適用率は今年の場合 55％であるが、それは公示価格に 0.55

を掛けて、税率は 0.1％となる形になっている。これはもちろん総合不動産税

であるから、全部合わせて６億ウォンを超える住宅に対して課税することにな

っている。土地に対しても同じ形となっている。 

     (P.106 資料―５【住宅分 綜合不動産税 税率】参照) 

     (P.106 資料－６【土地分 綜合不動産税 税率】参照) 

 

  ⑤ 税負担の上限制度 

2005 年当初は、税負担の上限は全部 50％になっていたが、2006 年度から地方選

挙によって変更され、住宅の場合は、５％、10％、50％、総合不動産税は、全部

300％、土地の場合は 150％になっている。 

 

  ⑥ 不動産価格公示及び鑑定評価に関する法律の制定 

不動産価格公示及び鑑定評価に関する法律を定めることになっており、住宅価格

の公示権者は、共同住宅の場合は韓国鑑定院、単独住宅（一戸建て）の場合は基礎

自治団体と、法律で価格公示権者を決めている。 

 

  ⑦ 土地と住宅の課標現実化率の目標設定 

住宅の場合は、2017 年度に 100％を適用することになっており、土地の場合は、

2015 年に 100％を適用することになっている。財産税として土地の課標現実化率を

見ると、2004 年度に全国平均で 39.2％であったが、2005 年度から 50％になってい

る。 

－67－



  ⑧ 地方交付税法規定 

総合不動産税は、全税金を地方に交付することになっており、それは地方交付税

法に規定されている。これは課税標準引き上げと取引税率引き下げによって生じた

税収減少分を補てんすることになっている。例えば、アパートや住宅などの価格を

見れば、ソウルや周辺の京畿道、仁川などの地域が 90％以上を占めているので、

首都圏の地域から総合不動産税をもらって、それを地方へ移転する形になっている。

これは盧武鉉政権から、地域の均衡発展のための政策を実現するために導入された

ものであるが、首都圏の周りに集中している問題を緩和して、全国的に均衡的な発

展をするために制度的な面で導入したものである。 

 

12 保有税制改革の効果 

 (1) 不動産価格の安定 

不動産の政策側面からは、現在、住宅などの不動産価格は３年間くらい安定してい

る。学者、研究者によっては、税金制度を導入して、それが安定されたと言われてい

ないが、政策面では安定している。 

 

 (2) 地方財政の強化 

2007 年度の財産税賦課状況ですが、財産税は３兆ウォンぐらいで、2006 年度と比

べて 20％増加している。住宅分の場合は、18.3％、土地分の場合は 25.7％増えてい

る。また、総合不動産税（名前は国税、使用は全部地方が使用するので地方税のよう

な税目）は、2.4 兆ウォンで、2006 年度に比べて 80％増えている。2007 年度の国税

の場合、平均増加率は 17.0％になっているが、これに対して総合不動産税は 80％の

増だから４倍ぐらい差があることとなる。この当時、財産税が増加している主な理由

としては、土地、建物の課標適用比率変更があげられる。2006 年の場合は 55％であ

ったが、５％上がって 60％となったことも影響されている。そして、建物基準価格

も上昇したことも影響していると思う。 

  

13 今後の展望 

 (1) 経済活力のために総合不動産税を変更することを検討 

住宅について懲罰的な税金として総合不動産税が導入された経緯があるが、それを

なくすほうがいいか、例えば今の総合不動産税の課標は６億ウォンですけども、９億

ウォンに下げて、それが国民の負担を下げることになるか悩んでいる。 

住宅の課税対象の場合、６億ウォン超から９億ウォン超に変更することを検討して

いる。また、土地、住宅の合算を世帯別から個人別に変更することを検討している。

さらに、住宅価格の下落に対して住宅所有者の保護のために住宅の課標適用比率55％

を 50％とどめることも検討している。 
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 (2) 取引活性化のための対策 

現在、ハンナラ党が与党で、国家議員の中で４分の３がハンナラ党議員となってい

る。しかし、支持率は低下しているので、住民の反発を避けるために、総合不動産税

を含めた税金の問題について、政治的な面で検討している。 

 

14 韓国の地方税制の今後の運用方向 

 (1) ソウル特別市の財産税の共同課税 

ソウル特別市の場合は、今年から財産税が共同課税になっている。以前は、財産税

は、基礎自治団体、区の税金であったが、昨年に法律が改正され、ソウル特別市分、

そして、自治区分の財政に分けることになっている。ソウル市税の共同課税率は、2008

年度の場合 40％、2010 年度以降は 50％になっている。この制度は、自治区間の財産

税収格差を緩和するために導入されている。これを導入したことで、今年の財産税収

は、江南区と道峰区では、その格差が 17 倍から６倍に縮まっている。そして、税収

減少の自治区には、財政衝撃緩和の対策として 40％、45％、50％と少しずつ上げる

ことになる。 

 

 (2) 地方税税目の体系を簡素化 

地方税法の分法が現在検討されている。今年の定期国会にこれを提出して、まだ検

討されている。問題としては、取得税と登録税の統合する等重なる課税の整備、また、

財産税、都市計画税、事業税等の似ている税目の統合、更に、課税目的が似ている地

域開発税と共同施設税との統合等細い税目を廃止することを検討している。そして、

サータックスの地方教育税を本税に統合することになっている。 

地方税は、韓国でも日本と同じように一つの法律ですけど、。総則、税目、減免の

３つの分野に分かれている。改正案は、地方税基本法、（新設）地方税法、地方税特

例制限法を新設することを検討している。韓国の場合、総則事項は国税基本法を準用

していますから、それを検討している。 

  (P.108＜図＞地方税法 分法 法案 参照) 

 

 (3) 地方税の非課税、減免整備 

地方税の規模に対する非課税の比率は、全部の中で 16.4％ぐらいである。規模と

内容を把握するために、何か民主的な装置を導入して、財政健全化を含めて、地方税

支出予算制度をすることになっている。地方税の非課税などを国民に対して公開する

ことを検討している。現在、韓国では、地方税、非課税、減免のための地方税支出を

予算書の形で地方議会に提出する制度が導入されている。この制度は 2010 年度から

全面的に運営されることになっているが、今年の場合、126 個機関で示範運営されて

いる。 
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